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北九州広域都市計画事業北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業施行規

程の一部を改正する条例をここに公布する。

  平成３０年６月２１日

北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第３２号

北九州広域都市計画事業北九州学術・研究都市北部土地区画整理

事業施行規程の一部を改正する条例

北九州広域都市計画事業北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業施行規

程（平成１３年北九州市条例第５２号）の一部を次のように改正する。

第３条中「大字小敷、大字塩屋及び大字払川」を「小敷ひびきの一丁目の全

部、小敷ひびきの二丁目の一部、塩屋一丁目の全部、塩屋二丁目及び塩屋三丁

目の各一部、塩屋四丁目の全部並びにひびきの及びひびきの北の各一部」に、

「大字本城の各一部」を「本城学研台二丁目及び本城学研台三丁目の各一部」

に改める。

付 則 

 この条例は、北九州広域都市計画事業北九州学術・研究都市北部土地区画整

理事業の施行地区に係る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
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 住居表示整備事業に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布する。 

  平成３０年６月２２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第３３号 

   住居表示整備事業に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （区の設置並びに区の事務所の位置、名称、所管区域及び事務分掌に関する

条例の一部改正）

第１条 区の設置並びに区の事務所の位置、名称、所管区域及び事務分掌に関

する条例（昭和３８年北九州市条例第５８号）の一部を次のように改正する

。

  第１条第２項の表の若松区の項中「小敷ひびきの二・三丁目」を「小敷ひ

びきの一～三丁目」に、「塩屋二・三丁目」を「塩屋一～四丁目」に改める

。

 （北九州市区役所出張所設置条例の一部改正）

第２条 北九州市区役所出張所設置条例（昭和３８年北九州市条例第３号）の

一部を次のように改正する。

  第２条の表の若松区役所島郷出張所の項中「小敷ひびきの二丁目、小敷ひ

びきの三丁目、塩屋二丁目、塩屋三丁目」を「小敷ひびきの一丁目から小敷

ひびきの三丁目まで、塩屋一丁目から塩屋四丁目まで」に改める。 

 （北九州市市民センター条例の一部改正）

第３条 北九州市市民センター条例（平成６年北九州市条例第４９号）の一部

を次のように改正する。 

  別表第１の北九州市立ひびきの市民センターの項中 

北九州市若松区大字塩屋７３６番地 

北九州市若松区ひびきの北８番２８号 

改める。 

 （北九州学術研究都市条例の一部改正） 

第４条 北九州学術研究都市条例（平成１２年北九州市条例第６３号）の一部

を次のように改正する。 

別表第１の産学連携施設の項中 

北九州市若松区ひびきの

北１番１０３ 

」

「
を

」

「
に

」

「

を
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北九州市若松区ひびきの

北８番１号 

改める。 

（北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第５条 北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市

条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１の小学校の項中 

〃   〃 大字塩屋７３９番地３ 

〃   〃 ひびきの北８番２６号 

改める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年６月２３日から施行する。 

（北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一

部改正） 

２ 北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平

成２９年北九州市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１の学校教育関係の表の小学校の項の改正規定及び付則中 

〃   〃 大字塩屋７３９番地３ 

〃   〃 ひびきの北８番２６号 

改める。 

「

「

」

を

」

に

」

「

に

」

」

「

「

を

に
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北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条

例をここに公布する。

平成３０年６月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第３４号

北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を   

改正する条例

 （北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正）

第１条 北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（昭和３８年北

九州市条例第２０号）の一部を次のように改正する。

  第１条中「法第５７条に規定する単純な労務に雇用される職員並びに」を

削る。

 （北九州市職員退職手当支給条例の一部改正）

第２条 北九州市職員退職手当支給条例（昭和３８年北九州市条例第２５号）

の一部を次のように改正する。

  第１条中「、同法第５７条に規定する単純な労務に雇用される職員」を削

る。

 （北九州市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第３条 北九州市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（昭和４１

年北九州市条例第２６号）の一部を次のように改正する。

  付則第２２項を削る。

 （外国の地方公共団体の機関等に派遣される北九州市職員の処遇等に関する

条例の一部改正）

第４条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される北九州市職員の処遇等に関

する条例（昭和６３年北九州市条例第３号）の一部を次のように改正する。

  第４条第１項中「である派遣職員及び労務職員（地方公務員法第５７条に

規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう

。）である派遣職員」を削る。

 （公益的法人等への北九州市職員の派遣等に関する条例の一部改正）

第５条 公益的法人等への北九州市職員の派遣等に関する条例（平成１３年北

九州市条例第４３号）の一部を次のように改正する。

  第２条第１項第４号中「第５５条」を「第８条第１項第５号」に改める。

  第４条中「及び単純労務職員（地方公務員法第５７条に規定する単純な労

務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。）で

ある派遣職員」を削る。
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  第５条中「及び単純労務職員である職員」を削る。

  第８条（見出しを含む。）中「又は単純労務職員」を削る。

  第１５条中「及び単純労務職員である職員」を削る。

 （北九州市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正）

第６条 北九州市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年北九州市条

例第５７号）の一部を次のように改正する。

  第７条第２号中「及び法第５７条に規定する単純な労務に雇用される職員

」を削る。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。
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北九州市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年６月２２日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第３５号

北九州市市税条例等の一部を改正する条例

（北九州市市税条例の一部改正）

第１条 北九州市市税条例（昭和３８年北九州市条例第８５号）の一部を次の

ように改正する。

目次中「第７５条」を「第７４条の２」に改める。

第１２条第１項各号列記以外の部分中「によって」を「により」に改め、

同項第２号中「１２５万円」を「１３５万円」に改め、同条第３項中「控除

対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、「得た金額」の次に「に１０万

円を加算した金額」を加える。

第１９条中「扶養控除額を、」の次に「前年の合計所得金額が２，５００

万円以下である」を加える。

第２２条の２各号列記以外の部分中「所得割の納税義務者」を「前年の合

計所得金額が２，５００万円以下である所得割の納税義務者」に改める。

第２６条第１項中「の者」を「に掲げる者」に改め、同項ただし書中「に

よって」を「により」に改め、「配偶者特別控除額」の次に「（所得税法第

２条第１項第３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。

）」を加え、同条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を

「には」に改め、同条第４項中「によって」を「により」に、「においては

」を「には」に、「、第１項」を「、同項」に改め、同条第５項から第７項

までの規定中「においては」を「には」に、「の者」を「に掲げる者」に改

める。

第３８条の５第１項中「においては」を「には」に改め、同条第２項中「

並びに第３８条の３及び前条」を「及び前２条」に改め、同条第３項中「第

３８条の３及び前条」を「前２条」に改め、「第３８条の５第１項」と」の

次に「、「の特別徴収義務者」とあるのは「（同項に規定する年金所得に係

る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。）の特別徴収義務者」と」を加える。

第３９条第２項中「法人税割」を「法人税割額」に改める。

第２章第４節中第７５条の前に次の１条を加える。

（製造たばこの区分）

第７４条の２ 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代

用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるもの
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とする。

（１） 喫煙用の製造たばこ

ア 紙巻たばこ

イ 葉巻たばこ

ウ パイプたばこ

エ 刻みたばこ

オ 加熱式たばこ

（２） かみ用の製造たばこ

（３） かぎ用の製造たばこ

第７６条の次に次の１条を加える。

（製造たばことみなす場合）

第７６条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリ

セリンその他の物品又はこれらの混合物を充 したもの（たばこ事業法第

３条第１項に規定する会社（以下この条において「会社」という。）、加

熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の

物品又はこれらの混合物を充 したものを製造した特定販売業者、加熱式

たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品

又はこれらの混合物を充 したものを会社又は特定販売業者から委託を受

けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第８条の２の２で

定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたも

のに限る。以下この条及び次条第３項第１号において「特定加熱式たばこ

喫煙用具」という。）は、製造たばことみなして、この節の規定を適用す

る。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区

分は、加熱式たばことする。

第７７条第１項中「消費等」の次に「（以下この条及び第７７条の５にお

いて「売渡し等」という。）」を加え、同条第２項中「前項の製造たばこ」

の次に「（加熱式たばこを除く。）」を加え、「喫煙用の紙巻たばこ」を「

紙巻たばこ」に、「当該右欄」を「同表の右欄」に改め、同項後段を削り、

同項の表第１号ア中「パイプたばこ」を「葉巻たばこ」に改め、同号イ中「

葉巻たばこ」を「パイプたばこ」に改め、同条第４項中「前項」を「前２項

」に改め、「関し、」の次に「第４項の」を、「重量」の次に「又は前項の

加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量」を加え、同項を同条第６項と

し、同条第３項中「前項」を「第２項」に改め、「の重量を」の次に「紙巻

たばこの」を加え、「場合の」を「場合又は前項第１号に掲げる方法により

同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合にお
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ける」に、「第７５条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費

等」を「売渡し等」に、「同欄」を「第７４条の２」に改め、「喫煙用の」

を削り、同項を同条第４項とし、同項の次に次の１項を加える。

５ 第３項第２号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本

数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ご

との１個当たりの重量（同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。）に

当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計

重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

第７７条第２項の次に次の１項を加える。

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法

により換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した紙巻たばこの

本数、第２号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に０．２を乗

じて計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲げる方法により換算した紙

巻たばこの本数に０．２を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によ

るものとする。

（１） 加熱式たばこ（特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。）の重量の１

グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法

（２） 加熱式たばこの重量（フィルターその他の施行規則第１６条の２

の２で定めるものに係る部分の重量を除く。）の０．４グラムをもって

紙巻たばこの０．５本に換算する方法

（３） 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

の紙巻たばこの１本の金額に相当する金額（所得税法等の一部を改正す

る法律（平成３０年法律第７号）附則第４８条第１項第１号に定めるた

ばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保

に係る特別措置に関する法律（平成１０年法律第１３７号）第８条第１

項に規定するたばこ特別税の税率、法第７４条の５に規定するたばこ税

の税率及び法第４６８条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ１，００

０で除して得た金額の合計額を１００分の６０で除して計算した金額を

いう。第８項において同じ。）をもって紙巻たばこの０．５本に換算す

る方法

ア 売渡し等の時における小売定価（たばこ事業法第３３条第１項又は

第２項の認可を受けた小売定価をいう。）が定められている加熱式た

ばこ 当該小売定価に相当する金額（消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第２

章第３節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く
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。）

イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法（昭和５９年法律

第７２号）第１０条第３項第２号ロ及び第４項の規定の例により算定

した金額

第７７条に次の４項を加える。

７ 第３項第３号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はイに定

める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に

係る加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの同号ア又はイに定める金額に

当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計

額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの第３項第３

号アに定める金額又は紙巻たばこの１本の金額に相当する金額に１銭未満

の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

９ 第３項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定

する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に１本未満の端数がある場合に

は、その端数を切り捨てるものとする。

１０ 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は

、施行規則で定めるところによる。

第７７条の２中「５，２６２円」を「５，６９２円」に改める。

第７７条の５第１項中「によって」を「により」に、「第７５条第１項の

売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等」を「売渡し等」に改め、同

条第２項中「によって」を「により」に改める。

付則第５条の３第１項中「得た金額」の次に「に１０万円を加算した金額

」を加える。

付則第９条の２第１項中「３分の１」を「２分の１」に改め、同条第６項

中「附則第１５条第２９項」を「附則第１５条第２９項第１号」に、「２分

の１」を「３分の２」に改め、同条中第１４項を第１９項とし、第１３項を

第１７項とし、同項の次に次の１項を加える。

１８ 法附則第１５条第４７項に規定する条例で定める割合は、零とする。

付則第９条の２中第１２項を第１６項とし、第１１項を第１５項とし、第

１０項を第１４項とし、同条第９項中「２分の１」を「４分の３」とし、同

項を同条第１２項とし、同項の次に次の１項を加える。

１３ 法附則第１５条第３２項第３号に規定する条例で定める割合は、２分

の１とする。

付則第９条の２中第８項を第１１項とし、同条第７項中「附則第１５条第
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３０項」を「附則第１５条第３０項第１号」に、「２分の１」を「３分の２

」に改め、同項を同条第９項とし、同項の次に次の１項を加える。

１０ 法附則第１５条第３０項第２号に規定する条例で定める割合は、２分

の１とする。

付則第９条の２第６項の次に次の２項を加える。

７ 法附則第１５条第２９項第２号に規定する条例で定める割合は、２分の

１とする。

８ 法附則第１５条第２９項第３号に規定する条例で定める割合は、２分の

１とする。

付則第２０条中「第１７項」の次に「、第１８項、第２０項」を加え、「

若しくは第４５項」を「、第４５項若しくは第４８項」に改める。

付則第２１条の２第３項中「第３７条の７」を「第３７条の６」に、「第

３７条の９の４又は第３７条の９の５」を「第３７条の８又は第３７条の９

」に改める。

第２条 北九州市市税条例の一部を次のように改正する。

第７７条第３項各号列記以外の部分中「０．８」を「０．６」に、「０．

２」を「０．４」に改める。

付則第９条の２第１６項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第

４３項」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第４５項」を「附則第１５

条第４４項」に改め、同条第１８項中「附則第１５条第４７項」を「附則第

１５条第４６項」に改める。

第３条 北九州市市税条例の一部を次のように改正する。

第７７条第３項各号列記以外の部分中「０．６」を「０．４」に、「０．

４」を「０．６」に改め、同項第３号中「附則第４８条第１項第１号」を「

附則第４８条第１項第２号」に改める。

第７７条の２中「５，６９２円」を「６，１２２円」に改める。

第４条 北九州市市税条例の一部を次のように改正する。

第７７条第３項各号列記以外の部分中「０．４」を「０．２」に、「０．

６」を「０．８」に改め、同項第３号中「所得税法等の一部を改正する法律

（平成３０年法律第７号）附則第４８条第１項第２号に定める」を「たばこ

税法（昭和５９年法律第７２号）第１１条第１項に規定する」に改め、同号

イ中「（昭和５９年法律第７２号）」を削る。

第７７条の２中「６，１２２円」を「６，５５２円」に改める。

第５条 北九州市市税条例の一部を次のように改正する。

第７６条の２中「及び次条第３項第１号」を削る。
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第７７条第３項各号列記以外の部分中「第１号」を「次」に改め、「紙巻

たばこの本数に０．２を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる

方法により換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した紙巻たばこ

の本数及び第３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に０．８を

乗じて計算した」を削り、同項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３

号を第２号とし、同条第４項中「又は前項第１号に掲げる方法により同号に

規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合」を削り、

同条第５項中「第３項第２号」を「第３項第１号」に改め、同条第７項中「

第３項第３号」を「第３項第２号」に改め、同条第８項中「第３項第３号ア

」を「第３項第２号ア」に改め、同条中第９項を削り、第１０項を第９項と

する。

（北九州市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第６条 北九州市市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年北九州市条例

第３１号）の一部を次のように改正する。

付則第１条第１項第１号中「この条」の次に「及び付則第４条」を加える

。

付則第４条第２項各号列記以外の部分中「新条例」を「市税条例」に改め

、同項第３号中「平成３１年３月３１日」を「平成３１年９月３０日」に改

め、同条第３項及び第４項中「新条例」を「市税条例」に改め、同条第１３

項中「平成３１年４月１日」を「平成３１年１０月１日」に、「１，２６２

円」を「１，６９２円」に改め、同条第１４項の表第５項の項中「平成３１

年４月３０日」を「平成３１年１０月３１日」に改め、同表第６項の項中「

平成３１年９月３０日」を「平成３２年３月３１日」に改める。

付 則

（施行期日）

第１条 この条例は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める日から

施行する。

（１） 第１条中北九州市市税条例（以下「市税条例」という。）第３８条

の５及び第３９条第２項の改正規定、市税条例付則第９条の２第１項及び

第６項の改正規定、同条中第１４項を第１９項とし、第１３項を第１７項

とし、同項の次に１項を加える改正規定（同条第１８項に係る部分を除く

。）、同条中第１２項を第１６項とし、第１１項を第１５項とする改正規

定、同条第９項の改正規定、同項を同条第１２項とし、同項の次に１項を

加える改正規定、同条中第８項を第１１項とする改正規定、同条第７項の

改正規定、同項を同条第９項とし、同項の次に１項を加える改正規定、同
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条第６項の次に２項を加える改正規定、市税条例付則第２０条の改正規定

（「若しくは第４５項」を「、第４５項若しくは第４８項」に改める部分

を除く。）並びに付則第３条の規定 公布の日

（２） 第１条中市税条例目次の改正規定、市税条例第２章第４節中第７５

条の前に１条を加える改正規定、市税条例第７６条の次に１条を加える改

正規定、市税条例第７７条、第７７条の２及び第７７条の５の改正規定並

びに第６条並びに付則第４条及び第５条の規定 平成３０年１０月１日

（３） 第１条中市税条例第１２条第３項の改正規定（「控除対象配偶者」

を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。）及び市税条例第２６条の改

正規定並びに市税条例付則第２１条の２第３項の改正規定並びに次条第１

項の規定 平成３１年１月１日

（４） 第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定 平成３１年４月

１日

（５） 第２条中市税条例第７７条第３項の改正規定及び付則第６条の規定

平成３１年１０月１日

（６） 第３条並びに付則第７条及び第８条の規定 平成３２年１０月１日

（７） 第１条中市税条例第１２条第１項各号列記以外の部分及び第２号の

改正規定、同条第３項の改正規定（「得た金額」の次に「に１０万円を加

算した金額」を加える部分に限る。）並びに市税条例第１９条及び第２２

条の２の改正規定並びに市税条例付則第５条の３の改正規定並びに次条第

２項の規定 平成３３年１月１日

（８） 第４条並びに付則第９条及び第１０条の規定 平成３３年１０月１

日

（９） 第５条及び付則第１１条の規定 平成３４年１０月１日

（１０） 第１条中市税条例付則第９条の２第１３項を同条第１７項とし、

同項の次に１項を加える改正規定（同条第１８項に係る部分に限る。）

規則で定める日

（１１） 第１項中市税条例付則第２０条の改正規定（「若しくは第４５項

」を「、第４５項若しくは第４８項」に改める部分に限る。） 規則で定

める日

（市民税に関する経過措置）

第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の市税条例第２６条の規定は、

平成３１年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３０年度分

までの個人の市民税については、なお従前の例による。

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の市税条例の規定中個人の市民税に
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関する部分は、平成３３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、

平成３２度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された

地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号。以下「改正法」

という。）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６

号。以下この条において「旧法」という。）附則第１５条第２項に規定する

施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

２ 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に締結された旧法

附則第１５条第２９項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家

屋（同項に規定する協定避難用部分に限る。）に対して課する固定資産税に

ついては、なお従前の例による。

３ 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に締結された旧法

附則第１５条第３０項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

４ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新たに取得され

た旧法附則第１５条第３２項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

（市たばこ税に関する経過措置）

第４条 別段の定めがあるものを除き、付則第１条第２号に掲げる規定の施行

の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の

例による。

第５条 平成３０年１０月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡

し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１項

第１号及び第２号に規定する売渡しを除く。付則第８条第１項及び第１０条

第１項において「売渡し等」という。）が行われた製造たばこ（第６条の規

定による改正前の北九州市市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年北

九州市条例第３１号）付則第４条第１項に規定する紙巻たばこ３級品を除く

。以下この項及び第５項において「製造たばこ」という。）を同日に販売の

ため所持する卸売販売業者等（市税条例第７５条第１項に規定する卸売販売

業者等をいう。以下同じ。）又は小売販売業者がある場合において、これら

の者が所得税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第７号。付則第８

条第１項及び付則第１０条第１項において「所得税法等改正法」という。）

附則第５１条第１項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこ

を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項
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の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売

業者等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場合には

市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には

市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持さ

れるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市

たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡

したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、１

，０００本につき４３０円とする。

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所

ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総務省令第２

４号。以下「平成３０年改正規則」という。）別記第２号様式による申告書

を平成３０年１０月３１日までに、市長に提出しなければならない。

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３１年４月１日までに、当

該申告書に記載した市たばこ税額に相当する金額を地方税法施行規則（昭和

２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」という。）第３４号の２の５様

式による納付書によって納付しなければならない。

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもの

のほか、市税条例第７７条の５第４項及び第５項、第７７条の８並びに第７

７条の９の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる市税

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。

第７７条の５第４項 施行規則第３４号の２ 地方税法施行規則の一部

様式又は第３４号の２ を改正する省令（平成３

の２様式 ０年総務省令第２４号）

別記第２号様式

第７７条の５第５項 第１項又は第２項 北九州市市税条例等の一

部を改正する条例（平成

３０年北九州市条例第

号。以下この条、第７７

条の８第１項及び第７７

条の９第２項において「

平成３０年改正条例」と

いう。）付則第５条第３

項

第７７条の８第１項 第７７条の５第１項又 平成３０年改正条例付則
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は第２項 第５条第２項

当該各項 同項

第７７条の９第２項 第７７条の５第１項又 平成３０年改正条例付則

は第２項 第５条第３項

５ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の

区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造た

ばこのうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべき

ものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、市税条例

第７７条の６の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付

された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還

付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該

卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が市税

条例第７７条の５第１項から第３項までの規定により市長に提出すべき申告

書には、改正法附則第２３条第７項の総務省令で定めるところにより、当該

返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則

第１６号の５様式による書類を添付しなければならない。

第６条 付則第１条第５号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべき

であった市たばこ税については、なお従前の例による。

第７条 別段の定めがあるものを除き、付則第１条第６号に掲げる規定の施行

の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の

例による。

第８条 平成３２年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販

売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、こ

れらの者が所得税法等改正法附則第５１条第９項の規定により製造たばこの

製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から

移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなると

きは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者が卸

売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が

小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管

理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売

り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ

税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、

当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所

ごとに、平成３０年改正規則別記第２号様式による申告書を平成３２年１１
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月２日までに市長に提出しなければならない。

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３３年３月３１日までに、

当該申告書に記載した市たばこ税額に相当する金額を施行規則第３４号の２

の５様式による納付書によって納付しなければならない。

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもの

のほか、市税条例第７７条の５第４項及び第５項、第７７条の８並びに第７

７条の９の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる市税

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。

第７７条の５第４項 施行規則第３４号の２ 地方税法施行規則の一部

様式又は第３４号の２ を改正する省令（平成３

の２様式 ０年総務省令第２５号）

別記第２号様式

第７７条の５第５項 第１項又は第２項 北九州市市税条例等の一

部を改正する条例（平成

３０年北九州市条例第

号。以下この条、第７７

条の８第１項及び第７７

条の９第２項において「

平成３０年改正条例」と

いう。）付則第８条第３

項

第７７条の８第１項 第７７条の５第１項又 平成３０年改正条例付則

は第２項 第８条第２項

当該各項 同項

第７７条の９第２項 第７７条の５第１項又 平成３０年改正条例付則

は第２項 第８条第３項

５ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の

区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造た

ばこのうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべき

ものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、市税条例

第７７条の６の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付

された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還

付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該

卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が市税
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条例第７７条の５第１項から第３項までの規定により市長に提出すべき申告

書には、改正法附則第２５条第７項の総務省令で定めるところにより、当該

返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則

第１６号の５様式による書類を添付しなければならない。

第９条 別段の定めがあるものを除き、付則第１条第８号に掲げる規定の施行

の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の

例による。

第１０条 平成３３年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に

販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、

これらの者が所得税法等改正法附則第５１条第１１項の規定により製造たば

この製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場

から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとな

るときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者

が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの

者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直

接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者

に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市た

ばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数と

し、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所

ごとに、平成３０年改正規則別記第２号様式による申告書を平成３３年１１

月１日までに市長に提出しなければならない。

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３４年３月３１日までに、

当該申告書に記載した市たばこ税額に相当する金額を施行規則第３４号の２

の５様式による納付書によって納付しなければならない。

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもの

のほか、市税条例第７７条の５第４項及び第５項、第７７条の８並びに第７

７条の９の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる市税

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。

第７７条の５第４項 施行規則第３４号の２ 地方税法施行規則の一部

様式又は第３４号の２ を改正する省令（平成３

の２様式 ０年総務省令第２５号）

別記第２号様式

第７７条の５第５項 第１項又は第２項 北九州市市税条例等の一
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部を改正する条例（平成

３０年北九州市条例第

号。以下この条、第７７

条の８第１項及び第７７

条の９第２項において「

平成３０年改正条例」と

いう。）付則第１０条第

３項

第７７条の８第１項 第７７条の５第１項又 平成３０年改正条例付則

は第２項 第１０条第２項

当該各項 同項

第７７条の９第２項 第７７条の５第１項又 平成３０年改正条例付則

は第２項 第１０条第３項

５ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の

区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造た

ばこのうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべき

ものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、市税条例

第７７条の６の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付

された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還

付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該

卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が市税

条例第７７条の５第１項から第３項までの規定により市長に提出すべき申告

書には、改正法附則第２６条第７項の総務省令で定めるところにより、当該

返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則

第１６号の５様式による書類を添付しなければならない。

第１１条 付則第１条第９号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべ

きであった市たばこ税については、なお従前の例による。
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 北九州市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年６月２２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市条例第３６号 

   北九州市介護保険条例の一部を改正する条例 

北九州市介護保険条例（平成１２年北九州市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１０条第１項第６号ア中「第３８条第４項」を「第２２条の２第２項」に 

改める。

付 則 

この条例は、平成３０年８月１日から施行する。 
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北九州市介護サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年６月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第３７号

   北九州市介護サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例の一部を改正する条例

北九州市介護サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

（平成２４年北九州市条例第５１号）の一部を次のように改正する。

目次中「第６節 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

「第６節 介護医療院の施設、人員、設備

第７節 指定介護予防サービス等の事業

及び運営に関する基準（第２６条の２－第２６条の６）

の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（第２７条－第３０条）」

「第８節」に、「第８節」を「第９節」に改める。

第１条中「施設、人員、設備及び運営に関する基準」の次に「、介護医療院

の施設、人員、設備及び運営に関する基準」を加える。

第５条中「第４２条第１項第２号の規定により」の次に「条例で」を、「並

びに法」の次に「第７２条の２第１項各号並びに」を加え、「指定居宅サービ

ス等」を「指定居宅サービス」に改める。

第６条第２項中「居宅サービス事業者」の次に「（居宅サービス事業を行う

者をいう。以下同じ。）」を加える。

第７条中「第４２条第２項」の次に「、第７２条の２第２項」を加える。

第１２条中「法」の次に「第７８条の２の２第１項各号並びに」を加える。

第１４条中「法」の次に「第７８条の２の２第２項及び」を加える。

第１８条第３項中「次条第２項、第２３条第３項及び第２４条第２項におい

て同じ。）、居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。次条第

２項、第２３条第３項及び第２４条第２項において同じ。）」を「以下同じ。

）、居宅サービス事業者」に改める。

第２３条第１項中「次条第１項」の次に「、第２６条の３第１項及び第２６

条の４第１項」を加える。

第３８条中「別表第２の８」を「別表第２の９」に改める。

る基準（第２７条－第３０条）」を

に、「第７節」を
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第４章第８節を同章第９節とする。

第３１条中「法」の次に「第１１５条の１２の２第１項各号並びに」を加え

る。

第３３条中「法」の次に「第１１５条の１２の２第２項及び」を加える。

第３４条中「別表第２の７」を「別表第２の８」に改める。

第４章第７節を同章第８節とする。

第２７条中「並びに法」の次に「第１１５条の２の２第１項各号並びに」を

加える。

第２９条中「第５４条第２項」の次に「、第１１５条の２の２第２項」を加

える。

第３０条中「別表第２の６」を「別表第２の７」に改める。

第４章中第６節を第７節とし、第５節の次に次の１節を加える。

第６節 介護医療院の施設、人員、設備及び運営に関する基準

（この節の趣旨）

第２６条の２ 法第１１１条第１項から第３項までの規定により条例で定める

介護医療院の基準は、この節に定めるところによる。

（介護医療院の基本方針）

第２６条の３ 介護医療院（ユニット型介護医療院（ユニットごとに入居者の

日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる介護医療院をいう。次条に

おいて同じ。）を除く。以下この条において同じ。）は、長期にわたり療養

が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護

、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生

活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるようにするものでなければならない。

２ 介護医療院は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立っ

て介護医療院サービスの提供に努めなければならない。

３ 介護医療院は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域及び家庭との結び付き

を重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者

、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。

（ユニット型介護医療院の基本方針）

第２６条の４ ユニット型介護医療院は、長期にわたり療養が必要である入居

者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、入居前の

居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、

療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要
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な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいてその

入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しな

ければならない。

２ ユニット型介護医療院は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行

い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。

（介護医療院の施設、人員、設備及び運営に関する基準）

第２６条の５ 前２条及び次条（第１１条の規定を準用する部分に限る。）に

定めるもののほか、介護医療院の基準は、法第１１１条第４項に規定する厚

生労働省令で定める基準によることとする。

（準用）

第２６条の６ 第８条から第１１条までの規定は、介護医療院について準用す

る。この場合において、第８条中「前条」とあり、並びに第９条第１項及び

第１０条中「第７条」とあるのは「第２６条の５」と、第８条及び第９条第

２項中「別表第１の指定居宅サービス等の事業の項に掲げる事業者」とあり

、同条第１項中「指定居宅サービス等事業者の事業所」とあり、並びに第１

０条及び第１１条各号列記以外の部分中「指定居宅サービス等事業者」とあ

るのは「介護医療院」と、第９条第１項中「指定居宅サービス等事業者はそ

の事業の」とあるのは「介護医療院はその」と、「指定居宅サービス等の事

業」とあるのは「介護医療院の運営」と、第１０条中「別表第２の１ 指定

居宅サービス等の事業」とあるのは「別表第２の６ 介護医療院」と、第１

１条第１号中「指定居宅サービス等事業者」とあるのは「介護医療院を設置

する者」と、同条第２号中「事業所（当該指定に係る事業所をいう。次号に

おいて同じ。）の業務」とあるのは「業務」と、同条第３号中「事業所の運

営」とあるのは「運営」と読み替えるものとする。

 別表第２中「第２６条」の次に「、第２６条の６」を加え、別表第２の８の

表を別表第２の９の表とし、別表第２の７の表を別表第２の８の表とし、別表

第２の６の表を別表第２の７の表とし、別表第２の５の表の次に次の１表を加

える。

６ 介護医療院

サービスの種類 記録

介護医療院 施設サービス計画

提供した具体的なサービスの内容等の記録

付 則
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 （施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例の施行の日前に整備したサービスの提供に関する記録については

、改正後の北九州市介護サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる記録の区分に応じ、当該各号に定める基準によることとする。

 （１） 北九州市介護サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例別表第２の１の表の右欄（指定訪問介護、指定通所介護又は指定

短期入所生活介護の事業のうち介護保険法（平成９年法律第１２３号。以

下「法」という。）第７２条の２に規定する共生型居宅サービス事業に係

るものに限る。）に掲げる記録 法第７４条第３項に規定する厚生労働省

令で定める基準

 （２） 北九州市介護サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例別表第２の２の表の右欄（指定地域密着型通所介護の事業のうち

法第７８条の２の２に規定する共生型地域密着型サービス事業に係るもの

に限る。）に掲げる記録 法第７８条の４第３項に規定する厚生労働省令

で定める基準

 （３） 改正後の条例別表第２の６の表の右欄に掲げる記録 法第１１１条

第４項に規定する厚生労働省令で定める基準

 （４） 改正後の条例別表第２の７の表の右欄（指定介護予防短期入所生活

介護の事業のうち法第１１５条の２の２に規定する共生型介護予防サービ

ス事業に係るものに限る。）に掲げる記録 法第１１５条の４第３項に規

定する厚生労働省令で定める基準
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北九州市障害児通所支援の事業及び障害児入所施設等の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年６月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第３８号

北九州市障害児通所支援の事業及び障害児入所施設等の人員、設   

備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

北九州市障害児通所支援の事業及び障害児入所施設等の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例（平成２４年北九州市条例第５３号）の一部を次のよう

に改正する。

第３条中「第２１条の５の１９第２項」を「第２１条の５の２０第２項」に

改める。

第４条中「第２１条の５の１８第１項」を「第２１条の５の１７第１項各号

並びに第２１条の５の１９第１項」に改める。

第６条中「及び第２１条の５の１８第３項」を「、第２１条の５の１７第２

項及び第２１条の５の１９第３項」に改める。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。
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北九州市障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年６月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第３９号

北九州市障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準   

等に関する条例の一部を改正する条例

北九州市障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例（平成２４年北九州市条例第５４号）の一部を次のように改正する。

第４条中「並びに法」の次に「第４１条の２第１項各号並びに」を加える。

第６条中「第３０条第２項」の次に「、第４１条の２第２項」を加える。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。
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北九州市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例をここに公布する。

平成３０年６月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第４０号

北九州市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例

北九州市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成

２６年北九州市条例第５２号）の一部を次のように改正する。

第１１条第３項第４号中「学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学

校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格」を「教育職員免許法（昭和

２４年法律第１４７号）第４条に規定する免許状」に改め、同項に次の１号を

加える。

（１０） ５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が

適当と認めたもの

付 則

この条例は、公布の日から施行する。
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北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例をここに公布する。

平成３０年６月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第４１号

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）の一部を次のように改正する。

                        「紫川河畔プール

                         桃園市民プール（屋

外）」

別表第４の２の北九州市営中央町駐車場の項を削る。          

付 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、別表第１の３ 有

料施設の使用料の表のプールの項の改正規定は、平成３０年９月１日から施行

する。

別表第１の３ 有料施設の使用料の表のプールの項中

を「紫川河畔プール」に改める。
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北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例及び北九州市立男女共同

参画センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３０年６月２２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第４２号 

   北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例及び北九州市 

立男女共同参画センター条例の一部を改正する条例 

 （北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九

州市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

別表第２の働く婦人の家の東部勤労婦人センター使用料の項中 

     ― ９時～１２時 １２時～１７時 １７時～２１時

第 １ 講 習 室 

    円 

0,800  

    円 

1,300  

    円 

1,600  

第 １ 講 習 室 １時間又はその端数ごとに 460 円 

1,100  1,600  1,900  

2,000  2,600  3,200  

1,500  1,900  2,300  

2,200  3,200  3,800  

3,600  4,900  6,300  

１時間又はその端数ごとに 570 円 

１時間又はその端数ごとに 970 円 

１時間又はその端数ごとに 710 円 

１時間又はその端数ごとに 1,150 円 

１時間又はその端数ごとに 1,850 円 

改め、同表の働く婦人の家の東部勤労婦人センター使用料の体育室の項中 

１ 人 １ 回 

（２時間以内） 
0,200 円 0,100 円 0,050 円 

１ 人 １ 回 

（２時間以内） 
0,300 円 0,150 円 0,070 円 

「

を

」

「
に 、

「

を

」

」

「

に

」

を

「

」

「

に
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回数券 

（10枚つづり）

１人１回 

（２時間以内）
2,400 円 1,200 円 0,560 円 

 改め、同表の働く婦人の家の東部勤労婦人センター使用料のトレーニング室

の項中 

１ 人 １ 回 

（２時間以内） 
0,200 円 

１ 人 １ 回 

（２時間以内） 
0,300 円 

回数券 

（10枚つづり）

１人１回 

（２時間以内）
2,400 円 

改め、同表の働く婦人の家の東部勤労婦人センター使用料のピアノの項中「

２，０００円」を「３，０００円」に改め、同表の働く婦人の家の西部勤労

婦人センター使用料の項中 

     ― ９時～１２時 １２時～１７時 １７時～２１時

第 １ 講 習 室 0,800  1,200  1,400  

第 １ 講 習 室 １時間又はその端数ごとに 420 円 

0,800  1,200  1,400  

1,000  1,400  1,600  

1,800  2,400  3,000  

0,400  0,500  0,600  

0,600  0,700  0,800  

4,000  5,000  6,000  

2,000  3,000  4,000  

１時間又はその端数ごとに 420 円 

１時間又はその端数ごとに 500 円 

１時間又はその端数ごとに 900 円 

１時間又はその端数ごとに 180 円 

１時間又はその端数ごとに 260 円 

１時間又はその端数ごとに 1,870 円 

」

「

を

」

「
に 、

「

を

」

」

「

に 、

円 円 円

を

「

「

に

」

」
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１時間又はその端数ごとに 1,120 円 

１ 人 １ 回 

（２時間以内） 
200 円 100 円 50円 

１ 人 １ 回 

（２時間以内） 
300 円 150 円 70円 

回 数 券 

（10枚つづり）

１人１回 

（２時間以内）
2,400 円 1,200 円 560 円 

改め、同表の働く婦人の家の項備考の欄中第１項を削り、第２項を第１項と

し、第３項を第２項とする。 

 （北九州市立男女共同参画センター条例の一部改正） 

第２条 北九州市立男女共同参画センター条例（平成７年北九州市条例第６号

）の一部を次のように改正する。 

別表の施設の項中 

   ― 

ホール 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

0  

10,500  

0  

12,600  

0  

16,700  

0  

20,100  

0  

17,600  

0  

21,100  

15,700  18,800  25,100  30,100  26,400  31,600  

20,900  25,100  33,500  40,200  35,200  42,200  

0  0  

06,300  

0  

10,100  

0  0  

10,600  

01,900   03,000   03,100  

01,300   02,000   02,100  

01,000   01,600   01,700  

04,100   06,600   06,900  

02,800   04,500   04,700  

0,0900   01,500   01,600  

0,0800   01,200   01,300  

15,750 円 18,900 円 25,050 円 30,150 円 26,400 円 31,650 円 

ホール 

― 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

」

「

」

「

を

に

」

「

を

」

「

に 、

」

「

「

円円 円 円 円 円

円 円 円

」

を

「
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23,550 円 28,200 円 37,650 円 45,150 円 39,600 円 47,400 円 

31,350 円 37,650 円 50,250 円 60,300 円 52,800 円 63,300 円 

１時間又はその端数ごとに 4,060 円 

１時間又はその端数ごとに 1,200 円 

１時間又はその端数ごとに 810 円 

１時間又はその端数ごとに 640 円 

１時間又はその端数ごとに 2,650 円 

１時間又はその端数ごとに 1,800 円 

１時間又はその端数ごとに 600 円 

１時間又はその端数ごとに 490 円 

共用 １人１回（２時間以内） 300 円 

専用 3,000 円 4,800 円 5,100 円 

共用 １人１回（２時間以内） 450 円 

 回 数 券

（10枚つづり）

１人１回（２時間以内） 3,600 円 

専用 １時間又はその端数ごとに 1,940 円 

１人１回（２時間以内） 300 円 

1,500 円 2,400 円 2,500 円 

１人１回（２時間以内） 300 円 

1,300 円 2,000 円 2,100 円 

１人１回（２時間以内） 450 円 

１時間又はその端数ごとに 960 円 

１人１回（２時間以内） 450 円 

１時間又はその端数ごとに 810 円 

改め、同項備考の欄第６項を削り、同表の設備・器具の項中 

映

像

設

備

大型ビデ

オプロジ

ェクター

１分又はその端数ごとに 400 円以下の範囲内で規則で

定める額 

その他の

映像設備

４時間又はその端数ごとに 10,000 円以下の範囲内で規

則で定める額 

に 、

」

「

」

「

に 、

」

を

「

「

に

」

を

」

を

」

「
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映像設備 
１時間又はその端数ごとに 3,750 円以下の範囲内で規

則で定める額 

１日ごとに 30,000 円以下の範囲内で規則で定める額 

４時間又はその端数ごとに 3,000 円以下の範囲内で規

則で定める額 

４時間又はその端数ごとに 2,000 円以下の範囲内で規

則で定める額 

４時間又はその端数ごとに 10,000 円以下の範囲内で規

則で定める額 

４時間又はその端数ごとに 10,000 円以下の範囲内で規

則で定める額 

実費に相当する額の範囲内で規則で定める額 

４時間又はその端数ごとに 1,000 円以下の範囲内で規

則で定める額 

１日ごとに 30,000 円以下の範囲内で規則で定める額 

１時間又はその端数ごとに 1,000 円以下の範囲内で規

則で定める額 

１月又はその端数ごとに 500 円以下の範囲内で規則で

定める額 

４時間又はその端数ごとに 3,000 円以下の範囲内で規

則で定める額 

１日ごとに 45,000 円以下の範囲内で規則で定める額 

１時間又はその端数ごとに 1,120 円以下の範囲内で規

則で定める額 

１時間又はその端数ごとに 750 円以下の範囲内で規則

で定める額 

１時間又はその端数ごとに 3,750 円以下の範囲内で規

則で定める額 

１時間又はその端数ごとに 3,750 円以下の範囲内で規

則で定める額 

実費に相当する額の範囲内で規則で定める額 

１時間又はその端数ごとに 370 円以下の範囲内で規則

で定める額 

１日ごとに 45,000 円以下の範囲内で規則で定める額 

１時間又はその端数ごとに 1,500 円以下の範囲内で規

則で定める額 

１月又はその端数ごとに 750 円以下の範囲内で規則で

定める額 

１時間又はその端数ごとに 1,120 円以下の範囲内で規

則で定める額 

「

に 、
」

「

」

を

「

」

に
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改め、同項備考の欄中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項を第３項

とし、同表の注書第２項中「１００円」を「１０円」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関す

る条例別表第２の規定及び第２条の規定による改正後の北九州市立男女共同

参画センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使

用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた使用に係る使用料に

ついては、なお従前の例による。
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北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例

をここに公布する。

平成３０年６月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第４３号

北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改

正する条例

 （北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第１条 北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九

州市条例第６号）の一部を次のように改正する。

別表第３の旧古河鉱業若松ビルの項中

 「

７００円 １，１００円 １，８００円

７００円 １，１００円 １，８００円

１８０円 ３５０円 ５５０円

１８０円 ３５０円 ５５０円

１８０円 ３５０円 ５５０円

「

８４０円 １，３２０円 ２，１６０円

８４０円 １，３２０円 ２，１６０円

１時間又はその端数ごとに１００円

１時間又はその端数ごとに１００円

１時間又はその端数ごとに１００円

改める。

（北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部改

正） 

第２条 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭

和４７年北九州市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１の３ 有料施設の使用料の表のプールの項中 

 「

共区分 一般 中学校の生徒 小学校の児童 ○使用時

を

」

」

に
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用  以下の者 間が２時

間を超え

た場合は

、２時間

を超える

１時間又

はその端

数ごとに

規定使用

料の額の

５割（回

数券で入

場した者

にあって

は、個人

の規定使

用料の額

の５割）

に相当す

る額を加

算する。 

 個人 １人１回（２

時間以内） 

円

240

円

130

円

70

団
体

３０人以上

５０人未満

〃 215 115 60

 ５０人以上〃 190 100 55

 回数券（１０

枚つづり） 

〃 2,160 1,170 630

専

用

区分 平日 土曜日 

日曜日 

休日 

 ５０メートルプール １面（２時間

以内） 

円

8,200

円

9,000

 ２５メートルプール 〃 5,200 6,800

飛込プール 〃 5,200 6,800

共

用

区分 一般 中学校の生徒 小学校の児童

以下の者 

 ７月及

び８月

その他

の月 

７月及

び８月

その他

の月 

７月及

び８月

その他

の月 

 個人 １人１回（２

時間以内） 

円

260

円

400

円

200

円

250

円

100

円

120

団
体

３０人以上

５０人未満

〃 230 360 180 225 90 105

 ５０人以上〃 205 320 160 200 80 95

 回数券（１０

枚つづり） 

〃 2,340 3,200 1,800 2,000 900 960

専

用

５０メートル

プール 

区分 ７月及び８月 その他の月 

平日 １面（２時間

以内） 

円

11,300

円

18,000

 土曜日 

日曜日 

休日 

〃 13,500 22,500

 「 

共

用

区分 一般 中学校の生徒 小学校の児童

以下の者 

１○定期

券で使

用する

ときは

、１日

１回限

りとし

、２時

間以内

を１回

とする

。 

２ 共用

で使用

 個人 １人１回（２

時間以内） 

360円 190円 100円

団
体

３０人以上

５０人未満

１人１回（２

時間以内） 

320円 170円 90円

 ５０人以上 １人１回（２

時間以内） 

280円 150円 80円

 回数券（１０

枚つづり） 

１人１回（２

時間以内） 

2,880円 1,520円 800円

 定期券 １月 4,320円 2,280円 1,200円

専

用

区分 平日 土曜日 

日曜日 

休日 

」

を
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 ５０メートルプール １面（１時間

以内） 

6,150円 6,750円 する場

合に使

用時間

が２時

間を超

えたと

きは、

２時間

を超え

る１時

間又は

その端

数ごと

に規定

使用料

の額の

５割（

回数券

又は定

期券で

入場し

た者に

あって

は、個

人の規

定使用

料の額

の５割

）に相

当する

額を加

算する

。

 ２５メートルプール １面（１時間

以内） 

3,900円 5,100円

 飛込プール １面（１時間

以内） 

3,900円 5,100円

共

用

区分 一般 中学校の生徒 小学校の児童

以下の者 

 ７月及

び８月

その他

の月 

７月及

び８月

その他

の月 

７月及

び８月 

その他

の月 

 個人 １人１回（２時

間以内） 

390円 600円 300円 370円 150円 180円

団
体

３０人以上

５０人未満

１人１回（２時

間以内） 

350円 540円 270円 330円 130円 160円

 ５０人以上１人１回（２時

間以内） 

310円 480円 240円 290円 120円 140円

 回数券（１０

枚つづり） 

１人１回（２時

間以内） 

3,120円 4,200円 2,400円 2,590円 1,200円1,260円

 定期券 １月 4,680円 7,200円 3,600円 4,440円 1,800円2,160円

専

用

５０メートル

プール 

区分 ７月及び８月 その他の月 

平日 １面（１時間

以内） 

8,470円 13,500円

  土曜日 

日曜日 

休日 

１面（１時間

以内） 

10,120円 16,870円

改め、同表の野球場の項中 

「 

１面１回（１時

間以内） 

円

2,700

〃 1,350

１面１回（１時

間以内） 

円

800

〃 600

「 

１面１回（１時 

間以内） 

4,050円

１面１回（１時 2,020円

に

」

」

を
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間以内） 

１面１回（１時 

間以内） 

1,200円

１面１回（１時 

間以内） 

900円

改め、同項備考の欄中「１００分の４」を「１００分の６」に、「２００

」を「３００」に改め、同表の陸上競技場の項を次のように改める。

陸

上

競

技

場

本城陸上

競技場 

競

技

場

共

用

区分 一般 高等学校の

生徒以下の

者 

１○使用者が入場

料等を徴収する

場合における使

用料の額は、入

場料等の総収入

額に１００分の

６を乗じて得た

額（当該額が規

定使用料の額の

１５割に相当す

る額に満たない

ときは、当該規

定使用料の額の

１５割に相当す

る額）とする。

２ 定期券で使用

するときは、１

日１回限りとし

、２時間以内を

１回とする。 

１人１回（２時間以内） 150円 40円

回数券（１０枚つ

づり） 

１人１回（ 

２時間以内 

1,200円 320円

定期券 １月 1,800円 480円

専

用

１時間又はその端数ごとに 4,070円

器

具

陸上競技用具 １日１個又は１組 220円

 １式 22,500円

テント １日１張 450円

長机 １日１脚 60円

折り畳み椅子 １日１脚 40円

そ

の

他

コインロッカー １回 100円

別表第１の３ 有料施設の使用料の表の運動場の項中

 「  

１面１回（１時 

間以内） 

円

800

〃 600

 「 

１面１回（１時 

間以内） 

1,200円

１面１回（１時 

間以内） 

900円

改め、同表の庭球場の項中

 「 

１人１回（２時間以内） 円

330

円

160

円

100

回数券（１０枚つ １人１回（２ 2,970 1,440 900

」

に

を

に

」

」
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づり） 時間以内） 

定期券 １月 3,960 1,920 1,200

６月 16,500 8,000 5,000

１２月 23,760 11,520 7,200

１面１回（２時間以内） 円

1,680

 「 

１人１回（２時間以内） 490円 240円 150円

回数券（１０枚つ

づり） 

１人１回（２

時間以内） 

3,920円 1,920円 1,200円

定期券 １月 5,880円 2,880円 1,800円

６月 24,500円 12,000円 7,500円

１２月 35,280円 17,280円 10,800円

１面１回（１時間以内） 1,260円

 「 

１人１回（２時間以内） 円

200

円

100

円

60

回数券（１０枚つ

づり） 

１人１回（２

時間以内） 

1,800 900 540

定期券 １月 2,400 1,200 720

６月 10,000 5,000 3,000

１２月 14,400 7,200 4,320

１面１回（２時間以内） 円

1,000

「 

１人１回（２時間以内） 300円 150円 90円

回数券（１０枚つ

づり） 

１人１回（２

時間以内） 

2,400円 1,200円 720円

定期券 １月 3,600円 1,800円 1,080円

６月 15,000円 7,500円 4,500円

１２月 21,600円 10,800円 6,480円

１面１回（１時間以内） 750円

          勝山弓道場 

改め、同表の弓道場の桃園弓道場 の共用の項中 

          的場池弓道場 

 「
１人１回（２時間以内） 円

170

円

80

回数券（１０枚つづり）１人１回（２時間以

内） 

1,530 720

」

」

に、

」

」

を

に

を

」

を
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 「 

１人１回（２時間以内） 250円 120円

回数券（１０枚つづり）１人１回（２時間以

内） 

2,000円 960円

定期券 １月 3,000円 1,440円

          勝山弓道場 

改め、同表の弓道場の桃園弓道場 の専用の項中 

          的場池弓道場 

 「

１時間又はその端数ごとに 円

400

 「

１時間又はその端数ごとに 600円

改め、同表の柔剣道場の項中 

 「 

円

260

円

130

円

80

2,340 1,170 720

3,120 1,560 960

5,720 2,860 1,760

9時～12時 12時～17時 17時～21時 

円

1,750

円

3,100

円

3,100

 「 

390円 190円 120円

3,120円 1,520円 960円

4,680円 2,280円 1,440円

8,580円 4,180円 2,640円

１時間又はその端数ごとに 990円

改め、同表の体育館の三萩野体育館の項中 

 「 

１人１回（２時間以内

） 

円

260

円

130

円

80

回数券（１

０枚つづり

） 

１人１回（

２時間以内

） 

2,340 1,170 720

区分 9時～12時 12時～17時 17時～21時 

」

に

」

を

」

に

を

に

」

」

を
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 平日 土曜日 

日曜日 

休日 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

Ａ 円

2,500

円

3,000

円

3,800

円

4,600

円

3,800

円

4,600

Ｂ 3,800 4,600 5,700 6,900 5,700 6,900

 「 

１人１回（２時間以内

） 

390円 190円 120円

回数券（１

０枚つづり

） 

１人１回（

２時間以内

） 

3,120円 1,520円 960円

区分 平日 土曜日 

日曜日 

休日 

Ａ １時間又はその端

数ごとに 

1,260円 1,520円

Ｂ １時間又はその端

数ごとに 

1,900円 2,300円

 改め、同表の体育館の八幡東体育館の項中 

 「 

１人１回（２時間以内

） 

円

260

円

130

円

80

回数券（１

０枚つづり

） 

１人１回（

２時間以内

） 

2,340 1,170 720

区分 9時～12時 12時～17時 17時～21時 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

Ａ 円

5,100

円

6,100

円

7,800

円

9,400

円

7,800

円

9,400

Ｂ 7,700 9,200 11,700 14,100 11,700 14,100

 「 

１人１回（２時間以内

） 

390円 190円 120円

回数券（１

０枚つづり

） 

１人１回（

２時間以内

） 

3,120円 1,520円 960円

区分 平日 土曜日 

日曜日 

休日 

」

」

に

」

を

に
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Ａ １時間又はその端

数ごとに 

2,580円 3,110円

Ｂ １時間又はその端

数ごとに 

3,880円 4,670円

改め、同表の体育館の的場池体育館の項中 

 「 

１人１回（２時間

以内） 

円

260

円

130

円

80

回数券（

１０枚つ

づり） 

１人１

回（２

時間以

内） 

2,340 1,170 720

区分 9時～12時 12時～17時 17時～21時 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

Ａ 円

5,100

円

6,100

円

7,800

円

9,400

円

7,800

円

9,400

Ｂ 7,700 9,200 11,700 14,100 11,700 14,100

「 

１人１回（２時間

以内） 

390円 190円 120円

回数券（

１０枚つ

づり） 

１人１

回（２

時間以

内） 

3,120円 1,520円 960円

区分 平日 土曜日 

日曜日 

休日 

Ａ １時間又はその端

数ごとに 

2,580円 3,110円

Ｂ １時間又はその端

数ごとに 

3,880円 4,670円

 「 

区分 9時～12時 12時～17時 17時～21時 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

第１会議室 

視聴覚音楽室 

円

1,080

円

1,290

円

1,620

円

1,930

円

2,160

円

2,580

第２会議室 810 960 1,210 1,450 1,620 1,930

第３会議室 540 640 810 960 1,080 1,290

」

を

」

を

に、

」
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 「 

区分 平日 土曜日 

日曜日 

  休日 

第１会議室 

視聴覚音楽室 

１時間又はその端

数ごとに 

600円 720円

第２会議室 １時間又はその端

数ごとに 

450円 540円

第３会議室 １時間又はその端

数ごとに 

300円 360円

 「 

円

2,000

 「 

3,000 円

改め、同表のその他の項中

 「 

区分 9時～12時 12時～17時 17時～21時 

会

議

室

使用面積が２０

０平方メートル

以上のとき 

円

540

円

1,050

円

1,650

使用面積が１０

０平方メートル

以上２００平方

メートル未満の

とき 

360 700 1,100

使用面積が１０

０平方メートル

未満のとき 

180 350 550

和室・調理室 350 600 900

調理用コン

ロ 

１台 円

100

円

200

円

200

電気コンセ

ント 

１個１

回 

100円

 「 

会

議

室

使用面積が２０

０平方メートル

以上のとき 

１時間又はその端数ごとに 400円

使用面積が１０

０平方メートル 

１時間又はその端数ごとに 270円

」

」

に、

」

を

」

を

」

に
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 以上２００平方

メートル未満の

とき 

使用面積が１０

０平方メートル

未満のとき 

１時間又はその端数ごとに 130円

和室・調理室 １時間又はその端数ごとに 230円

調理用コン

ロ 

１台 １時間又はその端数ごとに 60円

電気コンセ

ント 

１個１

回 

150円

改める。 

 （北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第３条 北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市

条例第８号）の一部を次のように改正する。

  別表第３の２ 社会教育関係の表の生涯学習センターの各室使用料の八幡

西生涯学習総合センターの項中

 「 

区 分 9 時～12 時 12 時～17 時 17 時～22 時 

大 会 議 室 
    円

    700

    円

   1,100

    円

   1,800

多 目 的 室     550     700    1,100

会 議 室 

和 室 

立 礼 室 

    350     600     900

 」

 「

大会議室 １時間又はその 

端数ごとに 

         410 円

多目的室 １時間又はその 

端数ごとに 

     270 円

会議室 

和室 

立礼室 

１時間又はその 

端数ごとに 

    210 円

改め、同表の生涯学習センターの各室使用料の門司生涯学習センターの項中

「 

区 分 9 時～12 時 12 時～17 時 17 時～22 時 

」

に

に

」

を
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講 堂 
    円

    700

    円

   1,100

    円

   1,800

研 修 室 

第 １ 和 室 

第 ２ 和 室 

調 理 室 

絵 画 室 

    350     600     900

第１会議室

第２会議室
    700    1,100    1,800

第３会議室

第４会議室

第５会議会

第 ３ 和 室 

第 ４ 和 室 

    550      700    1,100

」

 「

講堂 １時間又はその 

端数ごとに 

        410円

研修室 

第１和室 

第２和室 

調理室 

絵画室 

１時間又はその 

端数ごとに 

    210円

第１会議室 

第２会議室 

１時間又はその 

端数ごとに 

    410円

第３会議室 

第４会議室 

第５会議室 

第３和室 

第４和室 

１時間又はその 

端数ごとに 

    270円

改め、同表の生涯学習センターの各室使用料の小倉南生涯学習センターの項  

中

 「 

  円

 3,600

  円

 4,300

  円

 5,700

  円

 6,900

  円

 7,200

  円

 8,600

 5,400  6,400  8,600 10,300 10,800 12,900

 7,200  8,600 11,500 13,800 14,400 17,200

」

 「

に

」

を

を
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5,400円 6,450円  8,550円 10,350円 10,800円 12,900円

 8,100円  9,600円 12,900円 15,450円 16,200円 19,350円

10,800円 12,900円 17,250円 20,700円 21,600円 25,800円

「

区 分 9 時～12 時 12 時～17 時 17 時～22 時 

視 聴 覚 室 

特別会議室

    円

    700

    円

   1,100

    円

   1,800

音 楽 室     550     700    1,100

会 議 室 

和 室 
    350      600     900

 「

視聴覚室 

特別会議室 

１時間又はその 

端数ごとに 

    410円

音楽室 １時間又はその 

端数ごとに 

    270円

会議室 

和室 

１時間又はその 

端数ごとに 

    210円

改め、同表の生涯学習センターの各室使用料の小倉南生涯学習センターの市

民ギャラリーの項中「１，２００円」を「１，８００円」に、「２００円」

を「３００円」に改め、同表の生涯学習センターの各室使用料のその他の生

涯学習センターの項中

 「

区 分 9 時～12 時 12 時～17 時 17 時～22 時 

講 堂Ａ 
    円

    700

    円

    1,100

    円

   1,800

講 堂Ｂ     550     700    1,100

茶 室     700    1,100    1,800

工 芸 室     700    1,100    1,800

和 室     350     600     900

調 理 室     350     600     900

その他の室     180     350     550

に、

を

に

」

を

」

」
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   」

 「

講堂Ａ １時間又はその 

端数ごとに 

    410 円

講堂Ｂ １時間又はその

端数ごとに 

    270 円

茶室 １時間又はその

端数ごとに 

    410 円

工芸室 １時間又はその

端数ごとに 

    410 円

和室 １時間又はその

端数ごとに 

    210 円

調理室 １時間又はその

端数ごとに 

    210 円

その他の室 １時間又はその

端数ごとに 

120 円

改め、同表の生涯学習センターの器具使用料の門司生涯学習センターの項中

 「 

調理 

用コ 

ンロ 

１ 台
9 時～12 時 12 時～17 時 17 時～22 時 

      100円    200円    200円

映 写 設 備 
１時間又はその

端数ごとに 

600円以内で教育委員会が定める

額 

 「

調理 

用コ 

ンロ 

１台 １時間又はその 

端数ごとに 

       60 円

第１

                                第２

会議室

会議室

の器具使用料の小倉南生涯学習センターの項中

「

音響設

備 

１時間又はそ

の端数ごとに 
1,000円以内で教育委員会が定める額

に

」

を

」

に

」

改め、同表の生涯学習センターの器具使用料の門司生涯学習センターの

の項中「６００円」を「９００円」に改め、同表の生涯学習センター
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舞台照

明設備 

１時間又はそ

の端数ごとに 
1,000円以内で教育委員会が定める額

映写設

備 

１時間又はそ

の端数ごとに 
600円以内で教育委員会が定める額 

 「

音響設 

備 

１時間又はそ 

の端数ごとに 

1,500円以内で教育委員会が定める額

舞台照 

明設備 

１時間又はそ 

の端数ごとに 

1,500円以内で教育委員会が定める額

                              」

 「   

    円

     2,000

     3,600

1,800

 「 

         3,000 円

     5,400 円

2,700 円

改め、同表の生涯学習センターの器具使用料の小倉南生涯学習センターの視

聴覚設備の項中「６００円」を「９００円」に改め、同表の生涯学習センタ

ーの器具使用料のその他の生涯学習センターの項中

 「 

9時～12時 12時～17時 17時～22時 

      100円         200円       200円

 「

１時間又はその 

端数ごとに 

   60円

改め、同表の生涯学習センターの器具使用料のその他の生涯学習センターの

電気コンセントの項中「１００円」を「１５０円」に改め、同表の婦人会館

を

に、

に

」

を

」

」

を

」

に

」
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の各室使用料の項中

「

区 分 9時～12時 12時～17時 17時～22時 

第１会議室 

第２会議室

    円

    180

     円

     350

    円

    550

和 室 

調 理 室 
    350      600     900

 「

第１会議室 

第２会議室 

１時間又はその 

端数ごとに 

     120円

和室 

調理室 

１時間又はその 

端数ごとに 

     210円

改め、同表の美術館の各室使用料の項中「１０，４００円」を「１２，４８

０円」に、「１，５００円」を「１，８００円」に、「７，９００円」を「

９，４８０円」に、「８９０円」を「１，０６０円」に、「５，６００円」

を「６，７２０円」に、「６２０円」を「７４０円」に、「７，８００円」

を「９，３６０円」に、「１，１００円」を「１，３２０円」に改め、同表

の美術館の器具使用料の項中

「

    円

     400

     200

100

「

         480 円

     240 円

120 円

改め、同表の美術館の項備考の欄第２項中「４，２００円」を「５，０４０

円」に改め、同欄第３項第１号中「１３，４００円」を「１６，０８０円」

に改め、同項第２号中「１，５００円」を「１，８００円」に改め、同表の

文学館の陳列品の観覧料の項中

を

に

」

」

を

に

」

」
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「

    円 

     500 

    円 

    300 

    円 

    200 

     400     240     160 

 「

600 円 360 円 240 円

480 円  280 円  190 円

改め、同表の文学館の展示室及び会議室の使用料の項中

「

円

1,300

円

1,950

円

2,600

500 750 1,000

「

1,560 円 2,340 円 3,120 円

１時間又はその

端数ごとに

220 円

改め、同表の史料館の陳列品の観覧料の項中

「

    円 

    200 

    円 

    100 

    円 

 250 

     160     280     140 

 「

240 円 120 円 60 円

190 円 90 円 40 円

改め、同表の史料館の各室使用料の項中

「

円

を

に

」

」

を

に

」

」

」

」

を

に

を
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1,000

 「

1,200 円

 「

  円

 3,600

  円

 4,300

  円

 5,700

  円

 6,900

  円

 7,200

  円

 8,600

 5,400  6,400  8,600 10,300 10,800 12,900

 7,200  8,600 11,500 13,800 14,400 17,200

円 円 円

       550        850         1,100

 9 時～12 時  12 時～17 時  17 時～22 時 

     円

     300

     円

     450

     円

     600

」

 「

4,320 円 5,160 円 6,840 円 8,280 円 8,640 円 10,320 円

 6,480 円 7,680 円 10,320 円 12,360 円 12,960 円 15,480 円

 8,640 円 10,320 円 13,800 円 16,560 円 17,280 円 20,640 円

        660 円       1,020 円       1,320 円

１時間又はその端数

ごとに 

120 円

改め、同表の史料館の器具使用料の項中「４時間」を「１時間」に、

 「  

3,000円以内で教育委員会が定め

る額 

5,000円以内で教育委員会が定め

る額

1,500円以内で教育委員会が定め

る額

15,000円以内で教育委員会が定

める額 

を

に

」

」

に、

」

を
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6,000円以内で教育委員会が定め

る額 

 「  

900円以内で教育委員会が定める

額 

1,500円以内で教育委員会が定め

る額

450円以内で教育委員会が定める

額

4,500円以内で教育委員会が定め

る額 

1,800円以内で教育委員会が定め

る額 

改める。

（北九州市市民センター条例の一部改正）

第４条 北九州市市民センター条例（平成６年北九州市条例第４９号）の一部

を次のように改正する。

別表第２を次のように改める。

別表第２（第４条関係）

区分        使用料

各

室

使

用

料

多目的

ホール

１５０平方メー

トル以上

１時間又はその端数ごとに２７０円

１５０平方メー

トル未満

１時間又はその端数ごとに１８０円

和室

調理室

１時間又はその端数ごとに１４０円

その他の室 １時間又はその端数ごとに８０円

器

具

使

用

料

調理用コン

ロ

１台 １時間又はその端数ごとに４０円

電気コンセ

ント

１個１回             １００円

備考

１ 市外居住者の使用に係る各室使用料の額は、規定使用料の額の２ 

」

」

に

67



０割に相当する額とする。

２ 冷暖房設備を使用するときは、実費に相当する額の範囲内で市長 

が定める額を徴収する。

（北九州市芸術文化施設条例の一部改正）

第５条 北九州市芸術文化施設条例（平成１５年北九州市条例第５５号）の一

部を次のように改正する。

  別表第２の劇場のホール使用料の項中 

「  

  円

 19,000

  円

 22,800

  円

 45,600

  円

54,700

  円

57,000

  円

68,400

28,500 34,200 68,400  82,100  85,500 102,600

38,000 45,600 91,200 109,400 114,000 136,800

10,200 12,300 24,500  29,400  30,600  36,700

15,300 18,300 36,700  44,100  45,900  55,100

20,400 24,500 49,000  58,800  61,200  73,400

 3,400  4,100  8,200   9,800  10,200  12,200

 5,100  6,100 12,200  14,700  15,300  18,400

 6,800  8,100 16,300  19,600  20,400  24,500

 「 

  円

22,800

  円

27,360

  円

54,720

  円

65,640

  円

68,400

  円

82,080

 34,200  41,040  82,080  98,520 102,600 123,120

 45,600  54,720 109,440 131,280 136,800 164,160

 12,240  14,760  29,400  35,280  36,720  44,040

 18,360  21,960  44,040  52,920  55,080  66,120

 24,480  29,400  58,800  70,560  73,440  88,080

  4,080   4,920   9,840  11,760  12,240  14,640

  6,120   7,320  14,640  17,640  18,360  22,080

  8,160   9,720  19,560  23,520  24,480  29,400

改め、同項備考の欄第５項中「４時間」を「１時間」に、「３，０００円」

を「９００円」に改め、同欄第７項第３号及び第４号中「３割」を「２割５

分」に改め、同表の劇場の器具使用料の項中「４時間又は」を「１時間又は

」に、「５，０００円」を「１，５００円」に、「２，６００円」を「７８

０円」に、「６，５００円」を「１，９５０円」に、「１０，０００円」を

「３，０００円」に、「１３，０００円」を「３，９００円」に、「４，０

００円」を「４，８００円」に、「１００円」を「１２０円」に改め、同表

」

」

に

を
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の劇場の設備使用料の項中「４時間又は」を「１時間又は」に、「３５０円

」を「１００円」に改め、同表の劇場の器具使用料の項及び設備使用料の項

の備考の欄第３項を削り、同表の音楽堂のホール使用料の項中

 「 

  円

21,700

  円

26,000

  円

34,700

  円

41,700

  円

43,400

  円

52,100

32,600 39,100 52,100 62,500 65,100 78,100

43,400 52,100 69,400 83,800 86,800 104,200

 「 

  円

26,040

  円

31,200

  円

41,640

  円

50,040

  円

52,080

  円

 62,520

39,120 46,920 62,520 75,000 78,120  93,720

52,080 62,520 83,280 100,560 104,160 125,040

 改め、同項備考の欄第４項中「４時間」を「１時間」に、「３，０００円」

を「９００円」に改め、同欄第６項第２号及び第３号中「３割」を「２割５

分」に改め、同表の音楽堂のリハーサル室、練習室及び研修室使用料の項中

 「

9時～12時 12時～17時 17時～22時 

平日 土曜日 平日 土曜日 平日 土曜日

日曜日

休日 

日曜日

休日 

 日曜日

休日 

  円

  2,500

  円

  2,950

  円

  3,750

  円

  4,600

  円

  5,050

  円

  6,000

    800     950   1,150   1,400   1,550   1,850

    700     850   1,050   1,250   1,400   1,700

  1,100   1,300   1,750   2,100   2,200   2,650

 「   

9時～22時（１時間又はその端数ごとに） 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

      1,040円 1,250円

      320円         380円

        290円         350円

        460円         550円

」

」

を

」

に

」

を

に
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改め、同表の音楽堂の器具使用料の項中「４時間又は」を「１時間又は」に

、「１，３００円」を「３９０円」に、「２，６００円」を「７８０円」に

、「１０，０００円」を「３，０００円」に、「５，２００円」を「１，５

６０円」に改め、同表の音楽堂の設備使用料の項中「４時間又は」を「１時

間又は」に、「１，０００円」を「３００円」に改め、同表の音楽堂の器具

使用料の項及び設備使用料の項の備考の欄第３項を削り、同表の漫画ミュー

ジアムの展示室使用料の項中

「

    円

   2,000

       円

     350

   2,100      360

   2,600      450

 「 

  2,400円     420円

  2,520円     430円

  3,120円     540円

改め、同表の漫画ミュージアムの器具使用料の項中「４時間又は」を「１時

間又は」に、「３，０００円」を「９００円」に、「６，０００円」を「１

，８００円」に改め、「４時間を超える使用時間の端数が１時間以内である

ときに限り、当該端数に係る使用料の額は、規定使用料の額の３割に相当す

る額とする。」を削り、同表の市民会館のホール使用料の項中

 「

   円

 17,500

    円

 21,000

    円

 28,000

   円

 33,600

   円

 35,000

   円

 42,000

 26,300  31,500  42,000  50,400  52,500  63,000

 35,000  42,000  56,000  67,200  70,000  84,000

 6,600   7,900  10,600  12,700  13,200  15,800

  9,900  11,900  15,800  19,000  19,800  23,800

 13,200  15,800  21,100  25,300  26,400  31,700

  7,800   9,400  12,500  15,000  15,600  18,700

 11,700  14,000  18,700  22,500  23,400  28,100

 15,600  18,700  25,000  30,000  31,200  37,400

 17,300  20,800  27,700  33,200  34,600  41,500

 26,000  31,100  41,500  49,800  51,900  62,300

 34,600  41,500  55,400  66,400  69,200  83,000

  4,900   5,900   7,800   9,400   9,800  11,800

  7,400   8,800  11,800  14,100  14,700  17,600

」

」

を

に

を
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  9,800  11,800  15,700  18,800  19,600  23,500

 17,500  21,000  28,000  33,600  35,000  42,000

26,300  31,500  42,000  50,400  52,500  63,000

 35,000  42,000  56,000  67,200  70,000  84,000

  6,600   7,900  10,600  12,700  13,200  15,800

  9,900  11,900  15,800  19,000  19,800  23,800

 13,200  15,800  21,100  25,300  26,400  31,700

 「 

 円

 21,000

  円

 25,200

  円

 33,600

  円

 40,320

  円

 42,000

  円

 50,400

 31,560  37,800  50,400  60,480  63,000  75,600

 42,000  50,400  67,200  80,640  84,000 100,800

  7,920   9,480  12,720  15,240  15,840  18,960

 11,880  14,280  18,960  22,800  23,760  28,560

 15,840  18,960  25,320  30,360  31,680  38,040

  9,360  11,280  15,000  18,000  18,720  22,440

 14,040  16,800  22,440  27,000  28,080  33,720

 18,720  22,440  30,000  36,000  37,440  44,880

 20,760  24,960  33,240  39,840  41,520  49,800

 31,200  37,320  49,800  59,760  62,280  74,760

 41,520  49,800  66,480  79,680  83,040  99,600

  5,880   7,080   9,360  11,280  11,760  14,160

  8,880  10,560  14,160  16,920  17,640  21,120

 11,760  14,160  18,840  22,560  23,520  28,200

 21,000  25,200  33,600  40,320  42,000  50,400

 31,560  37,800  50,400  60,480  63,000  75,600

 42,000  50,400  67,200  80,640  84,000 100,800

  7,920   9,480  12,720  15,240  15,840  18,960

 11,880  14,280  18,960  22,800  23,760  28,560

 15,840  18,960  25,320  30,360  31,680  38,040

改め、同項備考の欄第５項中「４時間」を「１時間」に、「３，０００円」

を「９００円」に改め、同欄第７項第２号及び第３号中「３割」を「２割５

分」に改め、同表の市民会館の会議室等使用料の項中

 「

9時～12時 12時～17時 17時～22時 

平日 土曜日

日曜日

休日 

平日 土曜日

日曜日

休日 

平日 土曜日

日曜日

休日 

」

に

」
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  円

  3,200

  円

  3,800

  円

  4,800

  円

  5,750

  円

  6,500

  円

  7,700

  2,300   2,750   3,450   4,100   4,750   5,500

    900   1,100   1,350   1,600   1,800   2,150

    700     850   1,050   1,250   1,400   1,700

    400     450     550     700     750     900

    400     450     600     700     750     950

    350     400     500     600     650     800

    350     450     550     650     700     850

  1,800   2,100   2,650   3,250   3,550   4,250

    550     750     900   1,100   1,150   1,400

  2,500   2,950   3,750   4,600   5,050   6,000

    700     850   1,050   1,250   1,400   1,700

    550     750     900   1,100   1,150   1,400

  3,500   4,200   5,250   6,300   7,000   8,400

  1,950   2,300   2,900   3,550   3,900   4,650

  1,350   1,600   2,050   2,450   2,700   3,250

    700     850   1,050   1,250   1,400   1,700

    550     750     900   1,100   1,150   1,400

    700     800     900   1,100   1,150   1,400

    400     500     600     700     800     950

 「 

9時～22時（１時間又はその端数ごとに） 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

   1,330円         1,590円

       960円         1,140円

        370円       440円

        290円      350円

       150円        180円

       160円        190円

       130円        160円

       140円        180円

        730円        880円

        240円        300円

        1,040円         1,250円

       290円        350円

        240円        300円

        1,450円         1,740円

       800円        960円

」

を

に
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      560円        670円

       290円        350円

       240円        300円

       250円        300円

       160円        190円

 改め、同表の市民会館の展示室使用料の項中

 「

       円

       2,950

       円

       550

       1,450        250

       1,800        300

       3,600        700

       5,400        1,000

       3,000        600

       6,000        1,200

       9,000        1,800

 「 

      3,540円       660円

      1,740円       300円

      2,160円       360円

      4,320円       840円

      6,480円       1,200円

      3,600円       720円

      7,200円       1,440円

       10,800円       2,160円

改め、同表の市民会館の楽器庫使用料の項中

 「

             円

             4,200

            10,000

             9,000

            11,000

             4,000

 「 

            5,040円

           12,000円

」

」

に

を

」

を

」

73



           10,800円

           13,200円

            4,800円

 改め、同表の市民会館の器具使用料の項中「４時間又は」を「１時間又は」

に、「１，３００円」を「３９０円」に、「２，６００円」を「７８０円」

に、「６，５００円」を「１，９５０円」に、「１０，０００円」を「３，

０００円」に、「１３，０００円」を「３，９００円」に、「４，０００円

」を「４，８００円」に、「１００円」を「１２０円」に改め、同表の市民

会館の設備使用料の項中「４時間又は」を「１時間又は」に、「１，０００

円」を「３００円」に改め、同表の市民会館の器具使用料の項及び設備使用

料の項の備考の欄中第３項を削る。

 （北九州市スポーツ施設条例の一部改正）

第６条 北九州市スポーツ施設条例（平成２０年北九州市条例第６号）の一部

を次のように改正する。

別表第２の体育館の総合体育館使用料の項中

 「
 260円  130円   80円

2,340円 1,170円  720円

「   

 390円  190円  120円

3,120円 1,520円  960円

「 

区分 

9時～12時 13時～17時 18時～21時 9時～21時 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

第

１

競

技

場 

Ａ 円

7,700

円

9,200

円

10,100

円

12,100

円

12,800

円

15,300

円

30,600

円

36,600

Ｂ 48,000 57,600 72,000 86,400 96,000 115,200 216,000 259,200

第２競技

場 

3,900 4,700 5,100 6,100 6,400 7,600 15,400 18,400

第３競技

場 

530 660 910 1,060 850 1,000 2,800 3,310

 「 

」

に

」

」

」

を

に、

を
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区分 平日 

土曜日 

日曜日 

休日 

第１競技場 Ａ １時間又はその端

数ごとに 

4,670円  5,590円

Ｂ １時間又はその端

数ごとに 

33,250円 39,900円

第２競技場 １時間又はその端

数ごとに 

2,350円 2,800円

第３競技場 １時間又はその端

数ごとに 

350円 410円

 「

１人１回（２時間以内）    300円

回数券（１０枚つ

づり） 

１人１回（２時間以内）   2,700円

 「

１人１回（２時間以内）    450円

回数券（１０枚つ

づり） 

１人１回（２時間以内）   3,600円

定期券 １月   5,400円

 「

区分 9時～12時 13時～17時 18時～21時 9時～21時 

大会議室 2,100円 2,700円 2,700円 7,500円

小会議室 1,000円 1,300円 1,300円 3,600円

「 

大会議室 １時間又はその端数ごとに   1,130円

小会議室 １時間又はその端数ごとに 540円

改め、同表の体育館の総合体育館使用料の競技場の専用の項、トレーニング

室の項及び会議室の項の備考の欄中第４項を削り、第５項を第４項とし、同

項の次に次の１項を加える。

５ 定期券で使用するときは、１日１回限りとし、２時間以内を１回とする 

 。

  別表第２の体育館の総合体育館使用料の項中「いす」を「椅子」に、

 「

2,000円

6,000円

5,000円

」

」

」

」

に、

に、

に

を

を

」
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10,000円

3,000円

 650円

2,000円

1,000円

1,000円

12,000円

1,200円

21,000円

  30円

  90円

 100円

 「

3,000円

9,000円

7,500円

15,000円

4,500円

 970円

3,000円

1,500円

1,500円

18,000円

1,800円

31,500円

  40円

 130円

150円

改め、同表の体育館の体育館使用料の項中

 「

 260円  130円   80円

2,340円 1,170円  720円

 「

 390円  190円  120円

3,120円 1,520円  960円

 「

区分 

9時～12時 12時～17時 17時～21時 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

」

」

に

を

」

」

を

に、
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新門司体育館 

門司体育館体育

室 

Ａ 円

5,100

円

6,100

円

7,800

円

9,400

円

7,800

円

9,400

Ｂ 7,700 9,200 11,700 14,100 11,700 14,100

小倉北体育館 

小倉南体育館 

曽根体育館 

城野体育館 

黒崎体育館 

Ａ 2,500 3,000 3,800 4,600 3,800 4,600

Ｂ 3,800 4,600 5,700 6,900 5,700 6,900

城山体育館 Ａ 1,800 2,200 2,800 3,400 2,800 3,400

Ｂ 2,700 3,400 4,200 5,100 4,200 5,100

門司体育館集会室 1,800 2,100 3,600 4,300 3,600 4,300

 「

区分 平日 

土曜日 

日曜日 

休日 

新門司体育館 

門司体育館体育

室 

小倉北体育館 

小倉南体育館 

曽根体育館 

Ａ １時間又はその端数

ごとに 

2,580円 3,110円

Ｂ １時間又はその端数

ごとに 

3,880円 4,670円

城野体育館 

黒崎体育館 

Ａ １時間又はその端数

ごとに 

1,260円 1,520円

Ｂ １時間又はその端数

ごとに 

1,900円 2,300円

城山体育館 Ａ １時間又はその端数

ごとに 

920円 1,120円

Ｂ １時間又はその端数

ごとに 

1,380円 1,700円

門司体育館集会室 １時間又はその端数

ごとに 

1,120円 1,330円

 改め、同表の体育館の若松体育館使用料の項中

「

 260円  130円   80円

2,340円 1,170円  720円

「   

 390円  190円  120円

3,120円 1,520円  960円

 「

」

」

に

を

」

」

を

に、

77



区分 

一般 中学校の生徒 
小学校の児童以下

の者 

使用時間が２

時間を超えた

場合の使用料

は、２時間を

超える１時間

又はその端数

ごとに規定使

用料の額の５

割（回数券で

入場した者に

ついては、個

人の規定使用

料の額の５割

）に相当する

額を加算する

。 

７月及

び８月 

その他

の月 

７月及

び８月 

その他

の月 

７月及

び８月 

その他

の月 

個人 １人１回

（２時間

以内） 

円

260

円

400

円

200

円

250

円

100

円

120

団

体

３０人

以上５

０人未

満 

１人１回

（２時間

以内） 

230 360 180 225 90 105

５０人

以上 

１人１回

（２時間

以内） 

205 320 160 200 80 95

回数券（１

０枚つづり

） 

１人１回

（２時間

以内） 

2,340 3,200 1,800 2,000 900 960

 「

区分 

一般 中学校の生徒 
小学校の児童以下

の者 

１ 定期券で

使用すると

きは、１日

１回限りと

し、２時間

以内を１回

とする。 

２ 使用時間

が２時間を

超えた場合

の使用料は

、２時間を

超える１時

間又はその

端数ごとに

規定使用料

の額の５割

（回数券又

は定期券で

入場した者

については

、個人の規

定使用料の

額の５割）

に相当する

額を加算す

る。 

７月及

び８月 

その他

の月 

７月及

び８月 

その他

の月 

７月及

び８月 

その他

の月 

個人 １人１回

（２時間

以内） 

390円 600円 300円 370円 150円 180円

団

体

３０人

以上５

０人未

満 

１人１回

（２時間

以内） 

350円 540円 270円 330円 130円 160円

５０人

以上 

１人１回

（２時間

以内） 

310円 480円 240円 290円 120円 140円

回数券（１

０枚つづり

） 

１人１回

（２時間

以内） 

3,120円 4,200円 2,400円 2,590円 1,200円 1,260円

定期券 １月 4,680円 7,200円 3,600円 4,440円 1,800円 2,160円

 「

」

に、

」

を
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１人１回（２時間以内）    300円

回数券（１０枚つづ

り） 

１人１回（２時

間以内） 

  2,700円

 「

１人１回（２時間以内）    450円定期券で使用す

るときは、１日

１回限りとし、

２時間以内を１

回とする。 

回数券（１０枚つづ

り） 

１人１回（２時

間以内） 

  3,600円

定期券 １月 5,400円

 「

区分 

9時～12時 12時～17時 17時～21時 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

体

育

館 

Ａ 円

5,100

円

6,100

円

7,800

円

9,400

円

7,800

円

9,400

Ｂ 7,700 9,200 11,700 14,100 11,700 14,100

多目的ホール 520 650 1,110 1,300 1,110 1,300

 「

区分 平日 

土曜日 

日曜日 

休日 

体

育

館 

Ａ １時間又はその端数

ごとに 

2,580円 3,110円

Ｂ １時間又はその端数

ごとに 

3,880円 4,670円

多目的ホール １時間又はその端数

ごとに 

340円 400円

 「

区分 ７月及び８月 その他の月 使用時間が２時間

を超えた場合の使

用料は、２時間を

超える１時間又は

その端数ごとに規

定使用料の額の５

割に相当する額を

加算する。 

平日 １回（２時間

以内） 

5,700円 9,000円

土曜日 

日曜日 

休日 

１回（２時間

以内） 

6,800円 11,300円

 「

区分 ７月及び８月 その他の月  

」

」

」

に、

を

を

を

」

に、

」
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平日 １回（１時間

以内） 

4,270円 6,750円

土曜日 

日曜日 

１回（１時間

以内） 

5,100円 8,470円

休日  

 改め、同表のスポーツセンターの折尾スポーツセンター使用料の項中

 「

 260円  130円   80円

2,340円 1,170円  720円

「   

 390円  190円  120円

3,120円 1,520円  960円

 「

区分 

一般 中学校の生徒 
小学校の児童以下

の者 

使用時間が２

時間を超えた

場合の使用料

は、２時間を

超える１時間

又はその端数

ごとに規定使

用料の額の５

割（回数券で

入場した者に

ついては、個

人の規定使用

料の額の５割

）に相当する

額を加算する

。 

７月及

び８月 

その他

の月 

７月及

び８月 

その他

の月 

７月及

び８月 

その他

の月 

個人 １人１回

（２時間

以内） 

円

260

円

400

円

200

円

250

円

100

円

120

団

体

３０人

以上５

０人未

満 

１人１回

（２時間

以内） 

230 360 180 225 90 105

５０人

以上 

１人１回

（２時間

以内） 

205 320 160 200 80 95

回数券（１

０枚つづり

） 

１人１回

（２時間

以内） 

2,340 3,200 1,800 2,000 900 960

 「

区分 

一般 中学校の生徒 
小学校の児童以

下の者 

１ 定期券で

使用すると

きは、１日

１回限りと

し、２時間

以内を１回

とする。 

２ 使用時間

が２時間を

超えた場合

７月及

び８月 

その他

の月 

７月及

び８月 

その他

の月 

７月及

び８月 

その他

の月 

個人 １人１回

（２時間

以内） 

390円 600円 300円 370円 150円 180円

団

体

３０人以

上５０人

未満 

１人１回

（２時間

以内） 

350円 540円 270円 330円 130円 160円

に

」

」

を

」

」

を

に、
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 ５０人以

上 

１人１回

（２時間

以内） 

310円 480円 240円 290円 120円 140円  の使用料は

 、２時間を

超える１時

間又はその

端数ごとに

規定使用料

の額の５割

（回数券又

は定期券で

入場した者

については

、個人の規

定使用料の

額の５割）

に相当する

額を加算す

る。 

回数券（１

０枚つづり

） 

１人１回

（２時間

以内） 

3,120円 4,200円 2,400円 2,590円 1,200円 1,260円

定期券 １月 4,680円 7,200円 3,600円 4,440円 1,800円 2,160円

 「

１人１回（２時間以内）    300円

回数券（１０枚つづ

り） 

１人１回（２時

間以内） 

  2,700円

 「

１人１回（２時間以内）    450円定期券で使用す

るときは、１日

１回限りとし、

２時間以内を１

回とする。 

回数券（１０枚つづ

り） 

１人１回（２時

間以内） 

  3,600円

定期券 １月 5,400円

 「

区分 

9時～12時 12時～17時 17時～21時 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

体

育

館 

Ａ 円

5,100

円

6,100

円

7,800

円

9,400

円

7,800

円

9,400

Ｂ 7,700 9,200 11,700 14,100 11,700 14,100

多目的ホール 520 650 1,110 1,300 1,110 1,300

 「

区分 平日 

土曜日 

日曜日 

休日 

体

育

館 

Ａ １時間又はその端

数ごとに 

2,580円 3,110円

Ｂ １時間又はその端 3,880円 4,670円

を

」

に、

」

」

に、

を

に、

」
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  数ごとに 

多目的ホール １時間又はその端

数ごとに 

340円 400円

 「

区分 ７月及び８月 その他の月 使用時間が２時間

を超えた場合の使

用料は、２時間を

超える１時間又は

その端数ごとに規

定使用料の額の５

割に相当する額を

加算する。 

平日 １回（２時間

以内） 

1,800円 2,900円

土曜日 

日曜日 

休日 

１回（２時間

以内） 

2,200円 3,600円

 「

区分 ７月及び８月 その他の月  

平日 １回（１時間

以内） 

1,350円 2,170円

土曜日 

日曜日 

休日 

１回（１時間

以内） 

1,650円 2,700円

改め、同表のスポーツセンターの香月スポーツセンター使用料の共用の体育

館の項中

 「

 260円  130円   80円

2,340円 1,170円  720円

「   

 390円  190円  120円

3,120円 1,520円  960円

 改め、同表のスポーツセンターの香月スポーツセンター使用料の項中

 「

１人１回（２時間以内） 260円 130円 80円

回数券（１

０枚つづり

） 

１人１回（２

時間以内） 

2,340円 1,170円 720円

定期券 １月 3,120円 1,560円 960円

３月 5,720円 2,860円 1,760円

 「

」

を

」

」

を

に

」

」

」

を

に
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区分 一般 高等学校の生徒 
中学校の生徒以下

の者 

１人１回（２時間以内） 390円 190円 120円

回数券（１

０枚つづり

） 

１人１回（２

時間以内） 

3,120円 1,520円 960円

定期券 １月 4,680円 2,280円 1,440円

３月 8,580円 4,180円 2,640円

 「

区分 

9時～12時 12時～17時 17時～21時 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

体

育

館

Ａ 円

2,500

円

3,000

円

3,800

円

4,600

円

3,800

円

4,600

Ｂ 3,800 4,600 5,700 6,900 5,700 6,900

柔

剣

道

場

柔道場 

剣道場 

1,750円 3,100円 3,100円

 「

区分 平日 

土曜日 

日曜日 

休日 

体

育

館

Ａ １時間又はその端

数ごとに 

1,260円 1,520円

Ｂ １時間又はその端

数ごとに 

1,900円 2,300円

柔

剣

道

場

柔道場 

剣道場 

１時間又はその端

数ごとに 

990円

改め、同表のスポーツセンターの浅生スポーツセンター使用料の共用の体育

館の項中

「

 260円  130円   80円

2,340円 1,170円  720円

「   

 390円  190円  120円

3,120円 1,520円  960円

」

に、

を

に

」

」

」

を

に

」
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改め、同表のスポーツセンターの浅生スポーツセンター使用料の項中

 「

区分 

一般 中学校の生徒 
小学校の児童以

下の者 

使用時間が２

時間を超えた

場合の使用料

は、２時間を

超える１時間

又はその端数

ごとに規定使

用料の額の５

割（回数券で

入場した者に

ついては、個

人の規定使用

料の額の５割

）に相当する

額を加算する

。 

７月及

び８月 

その他

の月 

７月及

び８月 

その他

の月 

７月及

び８月 

その他

の月 

個人 １人１回

（２時間

以内） 

円

260

円

400

円

200

円

250

円

100

円

120

団

体

３０人

以上５

０人未

満 

１人１回

（２時間

以内） 

230 360 180 225 90 105

５０人

以上 

１人１回

（２時間

以内） 

205 320 160 200 80 95

回数券（１

０枚つづり

） 

１人１回

（２時間

以内） 

2,340 3,200 1,800 2,000 900 960

「

区分 

一般 中学校の生徒 
小学校の児童以

下の者 

１ 定期券で

使用すると

きは、１日

１回限りと

し、２時間

以内を１回

とする。 

２ 使用時間

が２時間を

超えた場合 

の使用料は 

、２時間を 

超える１時 

間又はその 

端数ごとに 

規定使用料 

の額の５割 

（回数券又 

は定期券で 

入場した者 

については 

、個人の規 

定使用料の 

額の５割） 

に相当する 

額を加算す 

７月及

び８月 

その他

の月 

７月及

び８月 

その他

の月 

７月及

び８月 

その他

の月 

個人 １人１回

（２時間

以内） 

390円 600円 300円 370円 150円 180円

団

体

３０人

以上５

０人未

満 

１人１回

（２時間

以内） 

350円 540円 270円 330円 130円 160円

５０人

以上 

１人１回

（２時間

以内） 

310円 480円 240円 290円 120円 140円

回数券（１

０枚つづり

） 

１人１回

（２時間

以内） 

3,120円 4,200円 2,400円 2,590円 1,200円 1,260円

定期券 １月 4,680円 7,200円 3,600円 4,440円 1,800円 2,160円

」

を

に、
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  る。 

 「

１人１回（２時間以内）    300円

回数券（１０枚つづ

り） 

１人１回（２時

間以内） 

  2,700円

 「

１人１回（２時間以内）    450円定期券で使用す

るときは、１日

１回限りとし、

２時間以内を１

回とする。 

回数券（１０枚つづ

り） 

１人１回（２時

間以内） 

  3,600円

定期券 １月 5,400円

「

円

330

円

160

円

100

2,970 1,440 900

3,960 1,920 1,200

16,500 8,000 5,000

23,760 11,520 7,200

「 

490円 240円 150円

3,920円 1,920円 1,200円

5,880円 2,880円 1,800円

24,500円 12,000円 7,500円

35,280円 17,280円 10,800円

「

円

260

円

130

円

80

2,340 1,170 720

3,120 1,560 960

5,720 2,860 1,760

 「 

390円 190円 120円

3,120円 1,520円 960円

4,680円 2,280円 1,440円

8,580円 4,180円 2,640円

 「

」

」

」

」

を

に、

を

に、

を

」

に、

」

」
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１人１回（２時間以内） 170円 80円

回数券（１ １人１回（２ 1,530円 720円

０枚つづり

） 

時間以内） 

 「

１人１回（２時間以内） 250円 120円

回数券（１

０枚つづり

） 

１人１回（２

時間以内） 

2,000円 960円

定期券 １月 3,000円 1,440円

 「

区分 

9時～12時 12時～17時 17時～21時 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

平日 

土曜日 

日曜日 

休 日 

体育館 Ａ 円

5,100

円

6,100

円

7,800

円

9,400

円

7,800

円

9,400

Ｂ 7,700 9,200 11,700 14,100 11,700 14,100

多目的ホール 520 650 1,100 1,300 1,110 1,300

 「

区分 平日 

土曜日 

日曜日 

休日 

体育館 Ａ １時間又はその

端数ごとに 

2,580円 3,110円

Ｂ １時間又はその

端数ごとに 

3,880円 4,670円

多目的ホール １時間又はその

端数ごとに 

340円 400円

 「

区分 ７月及び８月 その他の月 使用時間が２時間

を超えた場合の使

用料は、２時間を

超える１時間又は

その端数ごとに規

定使用料の額の５

割に相当する額を

加算する。 

平日 １回（２時間

以内） 

5,700円 9,000円

土曜日 

日曜日 

休日 

１回（２時間

以内） 

6,800円 11,300円

 「

区分 ７月及び８月 その他の月  

平日 １回（１時間 4,270円 6,750円

」

」

を

に、

」

」

に、

を

」

を
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 以内） 

土曜日 

日曜日 

休日 

１回（１時間

以内） 

5,100円 8,470円

 「

庭球場 １面１回（２時間以内） 1,680円

柔

剣

道

場

区分 9時～12時 12時～17時 17時～21時 

柔道場 

剣道場 

1,750円 3,100円 3,100円

弓道場 １時間又はその端数ごとに 800円

 「

庭球場 １面１回（１時間以内） 1,260円

柔

剣

道

場

柔道場 

剣道場 

１時間又はその端数ごとに 990円

弓道場 １時間又はその端数ごとに 1,200円

改め、同表のプールの項及び競技場の項を次のように改める。

プ

ー

ル

プ

ー

ル

使

用

料

新

門

司

温

水

プ

ー

ル

共

用
区分 

一般 中学校の生徒 
小学校の児童以

下の者 

１ 定期券で使

用するときは

、１日１回限

りとし、２時

間以内を１回

とする。 

２ 共用で使用

する場合に使

用時間が２時

間を超えたと

きの使用料は

、２時間を超

える１時間又

はその端数ご

とに規定使用

料の額の５割

（回数券又は

定期券で入場

した者につい

ては、個人の

規定使用料の

額の５割）に

相当する額を

７月及

び８月 

その他

の月 

７月及

び８月 

その他

の月 

７月及

び８月 

その他

の月 

個人 １人１

回（２

時間以

内） 

390円 600円 300円 370円 150円 180円

団

体

３０

人以

上５

０人

未満 

１人１

回（２

時間以

内） 

350円 540円 270円 330円 130円 160円

５０

人以

上 

１人１

回（２

時間以

内） 

310円 480円 240円 290円 120円 140円

回数券（

１０枚つ

づり） 

１人１

回（２

時間以

内） 

3,120円 4,200円 2,400円 2,590円 1,200円 1,260円

定期券 １月 4,680円 7,200円 3,600円 4,440円 1,800円 2,160円

専 区分 ７月及び８月 その他の月 

」

を

に

に、

」

」
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用平日 １回（１

時間以内

） 

4,270円 6,750円 加算する。 

   土曜日 

日曜日 

休日 

１回（１

時間以内

） 

5,100円 8,470円

そ

の

他

の

プ

ー

ル

共

用
区分 一般 中学校の生徒 

小学校の児童以

下の者 

  個人 １人１回

（２時間

以内） 

360円 190円 100円

  団

体

３０

人以

上５

０人

未満

１人１回

（２時間

以内） 

320円 170円 90円

  ５０

人以

上 

１人１回

（２時間

以内） 

280円 150円 80円

  回数券

（１０

枚つづ

り） 

１人１回

（２時間

以内） 

2,880円 1,520円 800円

    定期券 １月 4,320円 2,280円 1,200円

専

用

平日 １回（１

時間以内

） 

3,900円

土曜日 

日曜日 

休日 

１回（１

時間以内

） 

5,100円

競

技

場

鞘

ケ

谷

競

技

場

使

用

料

競

技

場

共

用

区分 一般 高等学校の生徒以下の者 １ 定期券で使

用するときは

、１日１回限

りとし、２時

間以内を１回

とする。 

２ 入場料等を

徴収する場合

の使用料の額

は、入場料等

の総収入額に

１００分の６

を乗じて得た

額（当該額が

規定使用料の

額の１５割に

相当する額に

満たないとき

１人１回（２時

間以内） 

150円 40円

回数券

（１０

枚つづ

り） 

１人１回

（２時間

以内） 

1,200円 320円

定期券 １月 1,800円 480円

専用 １時間又はその端数ごと

に 

4,070円

器

具

陸上競技用具 １個又は１組 １日 220円

 １式 １日 22,500円

 テント １張 １日 450円

 長机 １脚 １日 60円

   折り畳み椅子 １脚 １日 40円
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      は、当該規定

使用料の額の

１５割に相当

する額）とす

る。 

別表第２の球技場・運動場の北九州スタジアム使用料の項中

 「

専

用

区分 6時～12時 12時～17時 17時～21時 

Ａ 22,400円 24,300円 24,300円

Ｂ 33,600円 36,450円 36,450円

 「

専

用

Ａ １時間又はその端数ごとに 7,100円

Ｂ １時間又はその端数ごとに 10,650円

 「

1,220円

5,220円

940円

860円

2,450円

1,120円

1,600円

1,990円

1,990円

2,180円

3,130円

3,280円

4,820円

2,560円

3,200円

1,560円

1,560円

2,380円

 「

1,830円

7,830円

1,410円

1,290円

3,670円

1,680円

2,400円

2,980円

2,980円

」

」

」

を

に、

を

に
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3,270円

4,690円

4,920円

7,230円

3,840円

4,800円

2,340円

2,340円

3,570円

改め、同項備考の欄第２項各号中「１００分の４」を「１００分の６」に改

め、同欄中第３項を削り、第４項を第３項とし、同表の球技場・運動場のそ

の他の球技場・運動場使用料の項中「８００円」を「１，２００円」に、「

６００円」を「９００円」に改め、同表の球場の項中「２，７００円」を「

４，０５０円」に、「１，３５０円」を「２，０２０円」に、「８００円」

を「１，２００円」に、「６００円」を「９００円」に改め、同表の庭球場

の項中

 「

330円 160円 100円

2,970円 1,440円 900円

3,960円 1,920円 1,200円

16,500円 8,000円 5,000円

23,760円 11,520円 7,200円

１面１回（２時間以内） 1,680円

 「

490円 240円 150円

3,920円 1,920円 1,200円

5,880円 2,880円 1,800円

24,500円 12,000円 7,500円

35,280円 17,280円 10,800円

１面１回（１時間以内） 1,260円

 「

200円 100円 60円

1,800円 900円 540円

2,400円 1,200円 720円

10,000円 5,000円 3,000円

14,400円 7,200円 4,320円

１面１回（２時間以内） 1,000円

 「

」

」

」

」

を

に、

を
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300円 150円 90円

2,400円 1,200円 720円

3,600円 1,800円 1,080円

15,000円 7,500円 4,500円

21,600円 10,800円 6,480円

１面１回（１時間以内） 750円

改め、同表の武道場の項中

「

１人１回（２時間以内） 170円 80円

回数券（１

０枚つづり

） 

１人１回（２

時間以内） 

1,530円 720円

 「

１人１回（２時間以内） 250円 120円

回数券（１

０枚つづり

） 

１人１回（２

時間以内） 

2,000円 960円

定期券 １月 3,000円 1,440円

 「

260円 130円 80円

2,340円 1,170円 720円

3,120円 1,560円 960円

5,720円 2,860円 1,760円

１時間又はその端数ごとに 400円

9時～12時 12時～17時 17時～21時 

1,750円 3,100円 3,100円

 「

390円 190円 120円

3,120円 1,520円 960円

4,680円 2,280円 1,440円

8,580円 4,180円 2,640円

１時間又はその端数ごとに 600円

１時間又はその端数ごとに 990円

改め、同表の柔剣道場の項中

 「

260円 130円 80円

2,340円 1,170円 720円

3,120円 1,560円 960円

」

」

」

」

」

に

を

に、

を

に

を
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5,720円 2,860円 1,760円

9時～12時 12時～17時 17時～21時 

1,750円 3,100円 3,100円

「

390円 190円 120円

3,120円 1,520円 960円

4,680円 2,280円 1,440円

8,580円 4,180円 2,640円

１時間又はその端数ごとに 990円

改め、同表の弓道場の項中

「

共

用

区分 一般 高校学校の生徒以下の者  

１人１回（２時間

以内） 

170円 80円

回数券（

１０枚つ

づり） 

１人１回

（２時間

以内） 

1,530円 720円

専用 １時間又はその端数ごと

に 

400円

「

共

用

区分 一般 高校学校の生徒以下の者 定期券で使用す

るときは、１日

１回限りとし、

２時間以内を１

回とする。 

１人１回（２時間

以内） 

250円 120円

回数券（

１０枚つ

づり） 

１人１回

（２時間

以内） 

2,000円 960円

定期券 １月 3,000円 1,200円

専用 １時間又はその端数ごと

に 

600円

改める。

付 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 第２条の規定による改正後の北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及

び管理に関する条例別表第１の３ 有料施設の使用料の表の規定、第３条の

規定による改正後の北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例別表第３

の２ 社会教育関係の表の規定、第４条の規定による改正後の北九州市市民

」

」

に

」

を

」

に
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センター条例別表第２の規定、第５条の規定による改正後の北九州市芸術文

化施設条例別表第２の規定及び第６条の規定による改正後の北九州市スポー

ツ施設条例別表第２の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という

。）以後に許可を受ける使用に係る使用料について適用し、施行日前に許可

を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、施行日前に第２条の規定による改正前の北九州

市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の規定に基づき発

行されたプール、陸上競技場、庭球場、弓道場、柔剣道場及び体育館の回数

券又は定期券は、同条の規定による改正後の北九州市都市公園、霊園、駐車

場等の設置及び管理に関する条例の規定に基づき発行されたものとみなす。

４ 第２項の規定にかかわらず、施行日前に第６条の規定による改正前の北九

州市スポーツ施設条例の規定に基づき発行された体育館、スポーツセンター

、プール、競技場、庭球場、武道場、柔剣道場及び弓道場の回数券又は定期

券は、同条の規定による改正後の北九州市スポーツ施設条例の規定に基づき

発行されたものとみなす。
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北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

平成３０年６月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第４４号

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第４号）の一部を次のように改正する。

別表第２の障害者体育施設の体育館及びスタジオ使用料の項中

 円

350

円

170

円

100

   3,150   1,530 900

520 円 250 円 150 円

4,160 円 2,000 円 1,200 円

   円

5,100

   円

6,100

   円

7,800

円

9,400

円

7,800

円

9,400

7,700  9,200 11,700  14,100 11,700 14,100

7,650 円 9,150 円 11,700 円 14,100 円 11,700 円 14,100 円 

11,550 円 13,800 円 17,550 円 21,150 円 17,550 円 21,150 円 

1,100 円 1,200 円

1,000 円 1,100 円

1,650 円 1,800 円

1,500 円 1,650 円

改め、同表の障害者体育施設のプール使用料の項中

円   円   円

500 310 150

450 275 135

を

に、

を

に、

を

に

を

」

「

「

「

「

」

」

」

」

「

「

」

「
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400 245 120

4,500 2,790 1,350

750 円 460 円 220 円

670 円 410 円 200 円

600 円 360 円 180 円

6,000 円 3,680 円 1,760 円

「２，０００円」を「３，０００円」に、「２，４００円」を「３，６００円

」に改め、同表の障害者体育施設の卓球室使用料の項中

円

350

円

170

円

100

3,150 1,530 900

1,000

520 円 250 円 150 円

4,160 円 2,000 円 1,200 円

1,500 円

改め、同表の障害者体育施設のトレーニング室使用料の項中

円

350

3,150

520 円

4,160 円

改め、同表の障害者体育施設の会議室使用料の項中

   円

1,600

   円

1,900

   円

2,800

   円

3,400

   円

2,600

   円

3,100

3,200 3,800 5,400 6,500 5,200 6,200

1,100 1,300 1,800 2,200 1,700 2,000

2,400 円 2,850 円 4,200 円 5,100 円 3,900 円 4,650 円

に、

に

を

「

「

「

「

」

」

」

」

を

」

「

」

」

「

に

を

「
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4,800 円 5,700 円 8,100 円 9,750 円 7,800 円 9,300 円

1,650 円 1,950 円 2,700 円 3,300 円 2,550 円 3,000 円

改め、同表の障害者体育施設の多目的室使用料の項中「１，９００円」を「２

，８５０円」に、「２，２００円」を「３，３００円」に改め、同表の障害者

体育施設の体育館、スタジオ、プール、卓球室及びトレーニング室共通使用料

の項中

円

1,000

90,000

1,500 円

120,000 円

１月 4,000

６月 21,600

１月 6,000 円

３月 16,200 円

６月 32,400 円

改め、同表の障害者体育施設のスポーツプログラム受講料の項中「１００円」

を「１５０円」に改め、同表の隣保館の各室使用料の項中

― 9 時～12 時 12 時～17 時 17 時～22 時 

ホ ー ル 
     円

700 

     円

1,100 

 円

1,800  

集 会 室 Ａ 700 1,100 1,800 

集 会 室 Ｂ 550 700 1,100 

和    室 350 600 900 

調 理 室 350 600 900 

ホール １時間又はその端数ごとに 270 円 

集会室Ａ １時間又はその端数ごとに 270 円 

に

を

「

」

」

」

「

」

に

「

を

「

」

」

「

に 、

「

を
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集会室Ｂ １時間又はその端数ごとに 180 円 

和室 １時間又はその端数ごとに 140 円 

調理室 １時間又はその端数ごとに 140 円 

10 時～ 

12 時 

12 時～ 

15 時 

15 時～ 

18 時 

18 時～ 

21 時 

円

1,100

円

1,600

円

1,600

円

1,900

１時間又はその端数ごとに 560 円

１人１回

（２時間以内）

円

260 

円

130 

円

80

１人１回（２時

間以内）

260 円 130 円 80 円

満６５歳

以上の者

回数券（１０枚つ

づり） 

１人１回（２時

間以内） 

620 円

― 9 時～12 時 12 時～17 時 17 時～22 時 

そ の 他 の 室 
円

180

円

350

円

550

その他の室 １時間又はその端数ごとに 80 円 

改め、同表の隣保館の設備・器具使用料の項中

― 9 時～12 時 12 時～17 時 17 時～22 時 

調理用コン

ロ 

１台 円

100

円

200

円

200

調理用コン

ロ 

１台 １時間又はその端数ごとに 40 円 

改め、同表の隣保館の項備考の欄第３項を削る。

に、

を

を

に

を

に

「

「

「

「

「

「

」

」

「

を

」

「

」
に、

に、

」

」

」

」

」
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別表第４の年長者体育施設の北九州穴生ドームの項中

500 円 250 円

4,500 円 2,250 円

2,500 円

5,000 円

750 円 370 円

6,000 円 2,960 円

3,750 円

7,500 円

改め、同項備考の欄第２項中「規定の額」の次に「（前項の規定の適用がある

場合にあっては、同項の規定により算定した額）」を加え、同項を同欄第３項

とし、同欄第１項の次に次の１項を加える。          

２ 専用の場合の利用面積が２分の１のときの利用料金の額は、規定の額の５

割割に相当する額とする。                         

丸別表第４の勤労青少年ホームの項を次のように改める。 

勤

労

青

少

各

室

利

用

料理室 １時間又はその端

数ごとに 500 円

集会室

研修室

５０平方メート

ル未満の室

１時間又はその端

数ごとに 300 円

年

ホ

ー

ム

料 講習室

和室

茶室

音楽室

美術室

絵画室

５０平方メート

ル以上の室

１時間又はその端

数ごとに 400 円

体

育

室

利

用

専用 １時間又はその端数ごとに 1,500

円

共

用

― 一般 高等学校の

生徒

小・中学校

の児童及び

生徒

料 １人１回（３ 220 円 150 円 70 円

「

」

」

を

「

に

98



時間以内）

回数券

（１０

枚つづ

り）

１人１

回（３

時間以

内）

1,760 円 1,200 円 560 円

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

利

用

料

共

用

― 一般 高等学校の

生徒

小・中学校

の児童及び

生徒

１人１回（３

時間以内

220 円 150 円 70 円

回数券

（１０

枚つづ

り）

１人１

回（３

時間以

内）

1,760 円 1,200 円 560 円

   付 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という

。）以後に許可を受ける使用に係る使用料について適用し、施行日前に許可

を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

３ 前項の規定にかかわらず、施行日前に改正前の北九州市社会福祉施設の設

置及び管理に関する条例（以下「改正前の条例」という。）の規定に基づき

発行された障害者体育施設の回数券は、改正後の北九州市社会福祉施設の設

置及び管理に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定に基づき

発行されたものとみなす。

４ 施行日前に改正前の条例の規定に基づき発行された年長者体育施設の回数

券は、改正後の条例の規定に基づき発行されたものとみなす。
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北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

平成３０年６月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第４５号

   北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条例第

８号）の一部を次のように改正する。

「玄

                                 夜

海青年の家

宮青少年センター」

「

 円

５００

   円

２００

 円

１００

                    」

「

７５０円 ３００円 １５０円

                    」

「

 円

１，０００

   円

８００

 円

５００

円

４，０００

１６６，０００

１０，１０，０００

５，０００

２，５００

「

１，５００円 １，２００円 ７５０円

６，０００円

９，０００円

を

を

に、

に

別表第３の２ 社会教育関係の表の青少年の家の宿泊を伴うときの項中

を「玄海青年の家」に、

」
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１５，０００円

７，５００円

３，７５０円

改め、同表の青少年の家の宿泊を伴わないときの項中

「

玄海青年の家

夜宮青少年セ

ンター

 円

1,500

  円

2,000

  円

3,500

  円

4,500

  円

3,500

  円

4,500

もじ少年自然

の家

かぐめよし少

年自然の家

たしろ少年自

然の家

1,000 1,300 2,300 3,000 2,300 3,000

                                 」

「

玄海青年

の家

夜宮青少

年センタ

ー

１時

間又

はそ

の端

数ご

とに

750 円 1,000 円 1,050 円 1,350 円 1,050 円 1,350 円

もじ少年

自然の家

かぐめよ

し少年自

然の家

たしろ少

年自然の

家

500 円 650 円 690 円 900 円 690 円 900 円

                                 」

「

円 円 円

  １８０   ３５０ ５５０

に、

」

を

を
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                     」

「

１時間又はそ

の端数ごとに

９０円

１時間又はそ

の端数ごとに

１００円

１時間又はそ

の端数ごとに

１６０円

                     」

「

    円

５００

    円

３５０

    円

２５０

    円

４，０００

６，０００

１０，０００

５，０００

              ２，５００

                     」

「

１時間又はそ

の端数ごとに

１５０円

１時間又はそ

の端数ごとに

１００円

１時間又はそ

の端数ごとに

７０円

  ６，０００円

９，０００円

１５，０００円

７，５００円

３，７５０円

「

多目的ホール
円

７００

円

９００

円

１，４５０

会 議 室 １

会 議 室 ２ ３５０ ５００ ７００

調 理 室

に、

を

に、

を

」
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工 芸 室 ５５０    ６００    ９００

                           」

「

多目的

ホール

１時

間又

はそ

の端

数ご

とに

３５０円 ３３０円 ５４０円

会議室

１

会議室

２

調理室

１７０円 １８０円 ２６０円

工芸室 ２７０円 ２２０円 ３３０円

「

円

８００

円

１，０００

円

１，０００

円

１，２００

７００ ８００ ８００ １，０００

                                」

「

１，２００円 １，５００円 １，５００円 １，８００円

１，０５０円 １，２００円 １，２００円 １，５００円

                                」

改め、同表の児童文化施設の児童文化科学館入場料の項中

「

円

３００

円

２００

円

１５０

１００ ７０ ５０

２７０ １８０ １３０

８０ ６０ ４０

２４０ １６０ １２０

７０ ５０ ３０

                    」

「

４５０円 ３００円 ２２０円

１５０円 １００円 ７０円

に、

」

に

を

を
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４００円 ２７０円 １９０円

１２０円 ９０円 ６０円

３６０円 ２４０円 １８０円

１００円 ７０円 ４０円

                    」

改め、同表の児童文化施設の各室使用料の項中

「

大 集 会 室
円

700

円

1,100
―

小 集 会 室

児童文化財室
180 350 ―

児 童 劇 場
円

1,800

円

2,100

円

3,600

円

4,300

円

4,500

円

5,400

そ の 他 の 室
     円

    180

     円

    350

     円

    550

                               」

「

大集会

室

１時

間又

はそ

の端

数ご

とに

   350 円   330 円
―

小集会

室

児童文

化財室

90 円 100 円

―

児童劇

場

900 円 1,050 円 1,080 円 1,290 円 1,680 円 2,020 円

その他

の室

90 円 100 円 200 円

改める。

付 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、別表第３の２ 

  「玄海

 夜宮

を

社会教育関係の表の青少年の家の宿泊を伴うときの項の改正規定中

に 

に

」
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 青年の家

 青少年センター」

 る。

 （経過措置）

２ 改正後の別表第３の２ 社会教育関係の表の規定は、この条例の施行の日

以後に許可を受ける使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受け

た使用に係る使用料については、なお従前の例による。

を「玄海青年の家」に改める部分は、公布の日から施行す
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を

に

北九州市エコタウンセンター条例等の一部を改正する条例をここに公布する

。

平成３０年６月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第４６号

北九州市エコタウンセンター条例等の一部を改正する条例

 （北九州市エコタウンセンター条例の一部改正）

第１条 北九州市エコタウンセンター条例（平成１３年北九州市条例第２３号

）の一部を次のように改正する。

 別表の施設のセミナールームＡの項中「２，６００円」を「３，９００円

」に改め、同表の施設のセミナールームＢの項及び施設のセミナールームＣ

の項中「１，３００円」を「１，９５０円」に改め、同表の施設のセミナー

ルームＤの項及び施設のセミナールームＥの項中「１，６００円」を「２，

４００円」に改め、同表の施設の実験室の項中「１，０００円」を「１，５

００円」に改め、同表の施設の実験槽の項中「６０，０００円」を「９０，

０００円」に改め、同表の施設の休憩室の項中「１８０円」を「２７０円」

に改め、同表の設備の映像設備の項中「１，５００円」を「２，２５０円」

に改め、同表の設備の音響設備の項中「５００円」を「７５０円」に改め、

同表の設備の廃水処理設備の項中「１，８００円」を「２，７００円」に改

める。

 （北九州市環境ミュージアム条例の一部改正）

第２条 北九州市環境ミュージアム条例（平成１４年北九州市条例第２４号）

の一部を次のように改正する。

 別表の施設の展示室の項中

改め、同表の施設の多目的ホールの項中「１ , ２１０円」を「１，８１０円
」に、「６００円」を「９００円」に改め、同表の施設の実習室の項中「４

円

１００

円

５０

８０ ４０

１５０円 ７０円

１２０円 ６０円

「

「

」

」
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「

」

を

に

９０円」を「７３０円」に改め、同表の施設のドームシアターの項中「９２

０円」を「１，３８０円」に改め、同表の設備の映像設備の項中「１２，５

００円」を「１８，７５０円」に改め、同表の設備の音響設備の項中「５０

０円」を「７５０円」に改め、同表の体験型環境学習事業の項中「２，００

０円」を「３，０００円」に、「１，０００円」を「１，５００円」に改め

る。

 （北九州市響  ビオトープ条例の一部改正）

第３条 北九州市響  ビオトープ条例（平成２４年北九州市条例第４０号）の

一部を次のように改正する。

 別表の施設のビオトープ園の項中

改め、同表の施設の講義室の項中「１ , ６００円」を「２，４００円」に改
め、同表の設備の映像設備の項中「１，５００円」を「２，２５０円」に改

め、同表の設備の音響設備の項中「５００円」を「７５０円」に改める。

付 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の北九州市エコタウンセンター条例別表の規定

は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用に係る使用料について適用

し、同日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例によ

る。

個人 １人１回 円

１００

円

５０

団体（３０人以上） ８０ ４０

個人 １人１回 １５０円 ７０円

団体（３０人以上） １２０円 ６０円

年間定期券 １年 ６００円 ２８０円

「

」
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北九州市漁港管理条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３０年６月２２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第４７号 

北九州市漁港管理条例等の一部を改正する条例 

 （北九州市漁港管理条例の一部改正） 

第１条 北九州市漁港管理条例（昭和３９年北九州市条例第３４号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１の１ 使用料の（１） 泊地、岸壁、物揚場及び船舶保管施設（

脇田漁港フィッシャリーナに限る。）を使用するとき（避難のために入港し

た船舟が使用する場合を除く。）のウ プレジャーボート等の表を次のよう

に改める。 

    ウ プレジャーボート等

区分 算定単位 金額 

泊地 月額 ３，０００円

船舶保管

施設（脇

田漁港フ

ィッシャ

リーナに

限る。） 

長期係留

桟橋 

市内居

住者 

船舟の長さ１メー

トル当たり 月額 

１，４５０円

市外居

住者 

１，５００円

一時係留桟橋 船舟の長さ１メー

トル当たり 日額 

３７０円

別表第１の１ 使用料の（３） 漁港環境整備施設（脇田漁港フィッシャ

リーナの交流棟に限る。）を使用するときの表の交流室の項中「１８０円」

を「１９０円」に、「３５０円」を「３８０円」に改め、同表の設備・器具

の項中「１００円」を「１１０円」に、「２００円」を「２２０円」に改め

る。   

  別表第３中 

 回数券（１１枚つ

づり） 

１０，０００円 ５，０００円

 回数券（１１枚つ

づり） 

１０，０００円 ５，０００円

遊歩道 ２００円 １００円

「 

」 

」 

「 

に 

を 
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 改め、同表の備考を次のように改める。 

備考 

１ 釣り台とは、釣り台付き遊歩道の釣り台をいい、遊歩道とは、釣り

台付き遊歩道の遊歩道をいう。 

２ 釣り台の額には、遊歩道の利用料金を含むものとする。 

（北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九

州市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

別表第２の商工貿易会館の項中 

多目的ホール １時間又はその端数ごとに

１０，８００円

１時間又はその端数ごとに

１３，０００円

エントランス 

ホール 

〃

２，５００ 

〃 

３，０００ 

会議室Ａ 〃 

３，５００ 

〃 

４，２００ 

会議室Ｂ 〃 

１，１００ 

〃 

１，３００ 

特別会議室 〃

１，５００ 

〃

１，８００ 

多目的ホール １時間又はその端数ごと

に１０，８００円 

１時間又はその端数ごと

に１３，０００円 

エントランスホ

ール 

１時間又はその端数ごと

に２，５００円 

１時間又はその端数ごと

に３，０００円 

会議室Ａ １時間又はその端数ごと

に３，５００円 

１時間又はその端数ごと

に４，２００円 

会議室Ｂ １時間又はその端数ごと

に１，１００円 

１時間又はその端数ごと

に１，３００円 

改め、同表のテレワークセンターの項中 

５００円    ７５０円

を 

に 

「 

」 

「 

」 

「 「 
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２，４００円  ３，６００円

１，３００円  １，９５０円

３，１００円  ４，６５０円

改め、同表のテレワークセンターの使用料の設備・器具の項中「３，０００

円」を「４，５００円」に、「６５０円」を「９７０円」に、「１００円」

を「１５０円」に改める。 

  別表第３の産業技術保存継承センターの項中 

１，５００円 ７５０円 

１，２００円 ６００円 

２，２５０円 １，１２０円 

１，８００円 ９００円 

２，５００円  

１，１００円 

１，２００円

６００円

４００円

６００円

         １００円 

３，７５０円  

１，６５０円 

１，８００円

９００円

６００円

９００円

         １５０円 

 「４，０００円」を「６，０００円」に、「２，０００円」を「３，０００

円」に、「５００円」を「７５０円」に改め、同表の旧大阪商船の項中 

に、 

を

に、 

を に 

を

」 」 

「 

「 

」 

」 

「 

」 

」 

「

「 「 

３，０００円 

４，５００円 
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１００円 ５０円  １５０円   ７０円

８０円 ４０円  １２０円   ６０円

   ７００円  １，１００円  １，８００円

 １，０５０円  １，６５０円  ２，７００円

「１，０００円」を「１，５００円」に改め、同表の旧門司三井倶楽部の項 

中                   

１００円 ５０円  １５０円   ７０円

８０円 ４０円  １２０円   ６０円

   ７００円  １，１００円  １，８００円

 １，０５０円  １，６５０円  ２，７００円

「５，０００円」を「７，５００円」に改め、同表の門司港レトロ観光物産

館の項中「５００円」を「７５０円」に、「８００円」を「１，２００円」

に、「２５０円」を「３７０円」に、「４００円」を「６００円」に改め、

同表の農事センターの項中「３０円」を「４０円」に、「２０円」を「３０

円」に、 

― ９時～１２時 １２時～１６時３０分

全区画 ３，６００円 ５，４００円

区画Ａ ２，８００円 ４，２００円

区画Ｂ ８００円 １，２００円

全区画 １時間又はその端数ごとに１，８００円 

区画Ａ １時間又はその端数ごとに１，４００円 

区画Ｂ １時間又はその端数ごとに４００円 

を に 、 

を

を

に 、 

に 、 

に、 

」 」 

「 

「 

」 

」 

を

を

」 」 

「 

「 

「 

「 

」 

」 

「 

に、 
「 

」 

」 
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１時間又はその端数ごとに８００円 

１時間又はその端数ごとに３００円 

１時間又はその端数ごとに１００円 

１時間又はその端数ごとに１，２００円 

１時間又はその端数ごとに４５０円 

１時間又はその端数ごとに１５０円 

改める。 

 （北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部改

正） 

第３条 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭

和４７年北九州市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

別表第１の２の小倉城庭園の項中 

    円

  ３００

    円

  １５０

    円

  １００

  ２４０   １２０    ８０

 ３５０円  ２００円  １００円

２８０円  １６０円 ８０円

 「 

 円 

１，７００

 円 

２，０００

 円 

２，０００

 円 

２，２００

 円 

２，０００

 円 

２，２００

 円 

２，６００

 円 

３，１００

１，７００ ２，０００ ２，０００ ２，２００ ２，０００ ２，２００ ２，６００ ３，１００

１，３００ １，５００ １，５００ １，７００ １，５００ １，７００ ２，０００ ２，４００

８００ ９００ １，０００ １，２００ １，０００ １，２００ １，３００ １，６００

                                 」 

 「 

２，０４０円 ２，４００円 ２，４００円 ２，６４０円 ２，４００円 ２，６４０円 ３，１２０円 ３，７２０円

２，０４０円 ２，４００円 ２，４００円 ２，６４０円 ２，４００円 ２，６４０円 ３，１２０円 ３，７２０円

１，５６０円 １，８００円 １，８００円 ２，０４０円 １，８００円 ２，０４０円 ２，４００円 ２，８８０円

を

を

に、 

に  

「 

「 

」 

」 

「 

」 

」 

「 

を

に
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９６０円 １，０８０円 １，２００円 １，４４０円 １，２００円 １，４４０円 １，５６０円 １，９２０円

                                 」 

改める。 

（北九州学術研究都市条例の一部改正） 

第４条 北九州学術研究都市条例（平成１２年北九州市条例第６３号）の一部

を次のように改正する。 

別表第２の産学連携施設の北九州学術研究都市産学連携センターの項中

改め、同表の産学連携施設の北九州学術研究都市共同研究開発センターの項

        円

２，８００

        円

２８，７００

１，９００ ２０，２００

１，９００ ２０，２００

８００ ８，５００

８００ ８，５００

２，３００ ２４，２００

１，１００ １１，２００

１時間又はその端数ごとに２，８００円

以下の範囲内で規則で定める額

１時間又はその端数ごとに７００円以下

の範囲内で規則で定める額

４，２００円 ４３，０５０円

２，８５０円 ３０，３００円

２，８５０円 ３０，３００円

１，２００円 １２，７５０円

１，２００円 １２，７５０円

３，４５０円 ３６，３００円

１，６５０円 １６，８００円

１時間又はその端数ごとに４，２００円

以下の範囲内で規則で定める額

１時間又はその端数ごとに１，０５０円

以下の範囲内で規則で定める額

に 

「 

「 

」 

」 

を  
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中「７，６００円」を「１１，４００円」に、「３，５００円」を「５，２

５０円」に改め、同表の産学連携施設の北九州学術研究都市情報技術高度化

センターの項中

研修

室、

区分 １時間又はその端

数ごとに

終日（９時～２２

時）

評価

室、

設計研

修室

       円

３，２００

       円

３２，８００

設計

開発

室、

情報技

術研修

室

  ２，５００ ２６，５００

会議 研修室 １，５００ １５，９００

室及 評価室 ２，１００ ２１，３００

び応

接室

設計開

発室１

１００ ８００

設計開 １００ ８００

発室２

設計開

発室３

１００ ８００

会議室 １，１００ １１，０００

応接室 ５００ ５，４００

研修

室、

区分 １時間又はその端

数ごとに

終日（９時～２２

時）

評価

室、

設計研

修室

４，８００円  ４９，２００円

設計

開発

室及

情報技

術研修

室

  ３，７５０円 ３９，７５０円

び応

接室

評価室 ３，１５０円 ３１，９５０円

設計開

発室１

１５０円 １，２００円

設計開 １５０円 １，２００円

を

」 

「 

「 

に、 
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発室２

設計開

発室３

１５０円 １，２００円

応接室 ７５０円 ８，１００円

「３，５００円」を「５，２５０円」に、「７００円」を「１，０５０円」

に、「３，０００円」を「４，５００円」に改め、同表の産学連携施設の北

九州学術研究都市事業化支援センターの項中「１，９００円」を「２，８５

０円」に、「１９，６００円」を「２９，４００円」に改め、同表の産学連

携施設の北九州学術研究都市事業化支援センターの会議室の小会議室の項中

「９００円」を「１，３５０円」に、「９，５００円」を「１４，２５０円

」に改め、同表の産学連携施設の北九州学術研究都市事業化支援センターの

項中「３，５００円」を「５，２５０円」に、「７００円」を「１，０５０

円」に改め、同表の産学連携施設の北九州学術研究都市技術開発交流センタ

ーの項中「１，９００円」を「２，８５０円」に、「１９，４００円」を「

２９，１００円」に、「１，０００円」を「１，５００円」に、「１０，１

００円」を「１５，１５０円」に、「３，０００円」を「４，５００円」に

、「６，０００円」を「９，０００円」に、「４，５００円」を「６，７５

０円」に改め、同表の産学連携施設の北九州学術研究都市技術開発交流セン

ターの宿泊室の項備考の欄中「５００円」を「７５０円」に改め、同表の産

学連携施設の北九州学術研究都市技術開発交流センターの項中「３，５００

円」を「５，２５０円」に、「７００円」を「１，０５０円」に改め、同表

の学術情報施設の項中

       円

  ４，２００ 

        円

  ４３，７００ 

    ２００    ２，１００ 

  ５，５００   ５７，２００ 

  ６，３００円   ６５，５５０円

    ３００円    ３，１５０円

  ８，２５０円   ８５，８００円

を

」 

」 

「 

「 

に、 

「 

」 
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改め、同表の学術情報施設の設備・器具の項中「３，０００円」を「４，５

００円」に、「５００円」を「７５０円」に、「１，０００円」を「１，５

００円」に改め、同表の会議場のホール及び控室の項中

改め、同表の会議場の設備・器具の項中「６０，０００円」を「９０，００

０円」に、「３０，０００円」を「４５，０００円」に、「２，０００円」

を「３，０００円」に、「１６，０００円」を「２４，０００円」に、「１

，０００円」を「１，５００円」に、「４００円」を「６００円」に改める

。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

    円

３，５００

      円

３６，４００

  ３，５００   ３６，４００ 

  ３，５００   ３６，４００ 

  ４，９００   ５１，０００ 

  １，６００   １６，７００ 

５，２５０円   ５４，６００円

  ５，２５０円   ５４，６００円

  ５，２５０円   ５４，６００円

  ７，３５０円   ７６，５００円

  ２，４００円   ２５，０５０円

  円

２７，５００

  円

３６，７００

  円

４４，０００

  円

５８，７００

  円

７１，９００

  円

１０１，２００

１７，３００ ２３，１００ ２７，７００ ３７，０００４ ４５，３００ ６３，８００

  １，０００   １，０００   １，０００   ２，０００   ２，０００   ３，０００

４１，２５０円 ５５，０５０円 ６６，０００円 ８８，０５０円 １０７，８５０円 １５１，８００円

   ２５，９５０円 ３４，６５０円 ４１，５５０円 ５５，５００円 ６７，９５０円 ９５，７００円

１，５００円 １，５００円 １，５００円 ３，０００円 ３，０００円 ４，５００円

に 

を

を

「 
」 

」 

」 

「 

「 

に

」 
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 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の北九州市漁港管理条例別表第１の１ 使用料

の（１） 泊地、岸壁、物揚場及び船舶保管施設（脇田漁港フィッシャリー

ナに限る。）を使用するとき（避難のために入港した船舟が使用する場合を

除く。）のウ プレジャーボート等の表及び（３） 漁港環境整備施設（脇

田漁港フィッシャリーナの交流棟に限る。）を使用するときの表の規定、第

２条の規定による改正後の北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条

例別表第２の規定並びに第４条の規定による改正後の北九州学術研究都市条

例別表第２の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用に係る使

用料について適用し、同日前に許可を受けた使用に係る使用料については、

なお従前の例による。 
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北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例等の一部を

改正する条例をここに公布する。

  平成３０年６月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第４８号

   北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

等の一部を改正する条例

（北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部改

正） 

第１条 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭

和４７年北九州市条例第７号）の一部を次のように改正する。

 別表第１の３ 有料施設の使用料の表のその他の項中「２７０円」を「４

００円」に、「１００分の４」を「１００分の６」に改める。

別表第１の２の白野江植物公園の項中 

１人１回 ２００円 １００円 

個人 １

人

１

回

３００円     １５０円 

団体（

２５人

以上） 

２４０円 １２０円 

 改め、同表の水環境館の項中「１００円」を「１５０円」に、「５０円」を

「７０円」に改め、同表の山田緑地の項中「１００円」を「１５０円」に、

「５０円」を「７０円」に改め、同表の森の家の項中 

９時～１２時 １２時～１７時 多目的ホール、大

会議室、小会議室

又は講習室の利用

者が入場料等を徴

収する場合の額は

、入場料等の総収

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

４，６００円 ５，３００円 ６，６００円 ７，９００円

１，１００円 １，７００円 １，６００円 ２，６００円

  ６００円 １，１００円 １，０００円 １，６００円 入額に１００分の

４を乗じて得た額１，９００円 ３，１００円 ２，９００円 ４，７００円

「

」
を

に

「

」

「

を
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１，３００円 ２，２００円 ２，０００円 ３，３００円 （当該額が規定の

額の１５割に相当

する額に満たない

ときは、当該規定

の額の１５割に相

当する額）とする

。

９時～１２時 １２時～１７時 １ 多目的ホール

、大会議室、小

会議室又は講習

室の利用者が入

場料等を徴収す

る場合の額は、

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

６，９００円 ７，９５０円 ９，９００円 １１，８５０円

１，６５０円 ２，５５０円 ２，４００円 ３，９００円

  ９００円 １，６５０円 １，５００円 ２，４００円 入場料等の総収

入額に１００分

の６を乗じて得

た額（当該額が

規定の額の１５

割に相当する額

に満たないとき

は、当該規定の

額の１５割に相

当する額）とす

る。 

２ 多目的ホール

の利用面積が２

分の１以下の場

合の額は、規定

の額の５割に相

当する額とする

。 

２，８５０円 ４，６５０円 ４，３５０円 ７，０５０円

１，９５０円 ３，３００円 ３，０００円 ４，９５０円

「

」

に

」
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改め、同表の響灘緑地広場の項中「１００円」を「１５０円」に、「５０円

」を「７０円」に改め、同表のひびき動物ワールドの項中「５枚」を「４枚

」に改め、同表のポニー広場の項中「３００円」を「４５０円」に、「２４

０円」を「３６０円」に、「２，０００円」を「３，０００円」に、「２０

０円」を「３００円」に、「１００円」を「１５０円」に改め、同表の熱帯

生態園の項中「３００円」を「４５０円」に、「１５０円」を「２２０円」

に、「５枚」を「４枚」に改め、同表の都市緑化センターの項中 

２，５００円 ２，９００円 ３，６００円 ４，３００円

１，６００円 １，９００円 ２，４００円 ２，９００円

１，０００円 １，２００円 １，５００円 １，８００円

３，７５０円 ４，３５０円 ５，４００円 ６，４５０円

２，４００円 ２，８５０円 ３，６００円 ４，３５０円

１，５００円 １，８００円 ２，２５０円 ２，７００円

 「１００分の４」を「１００分の６」に改め、同表の響灘緑地野外ステージ

の項中「１，０００円」を「１，５００円」に、「１００分の４」を「１０

０分の６」に改め、同表のサイクリングターミナルの自転車利用料の項中「

２００円」を「３００円」に、「１３０円」を「１９０円」に、「１００円

」を「１５０円」に、「５０円」を「７０円」に改める。 

  別表第９中 

一般 中学生 小学生以下 

２００円 １３０円 １００円

  ５０円

一般 中学校の生徒 
小学校の児童以下

の者 

３００円 １９０円 １５０円

  ７０円

改める。 

（北九州市ほたる館条例の一部改正） 

「

「

」

」

を

に、

「

「

」

」

を

に
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第２条 北九州市ほたる館条例（平成１４年北九州市条例第２８号）の一部を

次のように改正する。 

別表第２を次のように改める。 

 別表第２（第５条関係）   

区分        使用料       

地域交流室 １時間又はその端数ごとに９０円 

研修室（北九州市ほたる館に限る

。） 

１時間又はその端数ごとに９０円 

  備考 冷暖房設備を使用するときは、実費に相当する額の範囲内で市長 

   が定める額を徴収する。 

 （北九州市平尾台自然の郷条例の一部改正） 

第３条 北九州市平尾台自然の郷条例（平成１５年北九州市条例第１９号）の

一部を次のように改正する。 

  別表中 

施設 金額 備考 

施設 金額 備考 

入場料 区分 一般 小・中学校の

児童及び生徒 

１人１回 １５０円 ７０円

 改め、同表の野外ステージの項中「１，０００円」を「１，５００円」に、

「１００分の４」を「１００分の６」に改め、同表のキャンプ施設の項中「

３，０００円」を「４，５００円」に、「２，０００円」を「３，０００円

」に、「１，３００円」を「１，９５０円」に、「１，０００円」を「１，

５００円」に、「７００円」を「１，０５０円」に改める。 

付 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及

び管理に関する条例別表第１の３ 有料施設の使用料の表の規定及び第２条

の規定による改正後の北九州市ほたる館条例別表第２の規定は、この条例の

「

「

」

」
を

に
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施行の日（以下「施行日」という。）以後に許可を受ける使用に係る使用料

について適用し、施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、な

お従前の例による。 

３ 施行日前に第１条の規定による改正前の北九州市都市公園、霊園、駐車場

等の設置及び管理に関する条例の規定に基づき発行されたひびき動物ワール

ド及び熱帯生態園の回数券は、同条の規定による改正後の北九州市都市公園

、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の規定に基づき発行されたも

のとみなす。
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 北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

  平成３０年６月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市条例第４９号 

北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正 

する条例 

北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第６号）の一部を次のように改正する。 

別表第３の門司麦酒煉瓦館の市民ギャラリーの項中 

９時～１７時 

６００円

９時～１２時 １２時～１７時 

２２０円 ３８０円

改める。 

付 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

「 

「 

」 

」 

を 

に 
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北九州市港湾施設管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年６月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第５０号

北九州市港湾施設管理条例の一部を改正する条例

北九州市港湾施設管理条例（昭和５２年北九州市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。

 別表第２を次のように改める。

別表第２（第２５条の２関係）

区分 金額 備考 

港

湾

環

境

整

備

施

設

休

憩

所

旧

門

司

税

関

― ９時～１２時 １２時～１７

時 

展示スペースＡ ２４０円 ４１０円

展示スペースＢ ４６０円 ７６０円

展示スペースＣ ４２０円 ７１０円

旧

大

連

航

路

上

屋

― ９時～１７

時 

１７時～２

２時 

冷暖房設備

を利用する

場合の冷暖

房設備の額

は、実費に

相当する額

の範囲内で

市長が別に

定める。 

多目的室Ａ １時間

又はそ

の端数

ごとに

２６０円  ４２０円 

多目的室

Ａを２区

分して利

用する場

合 

１区

分当

たり 

１３０円  ２１０円 

  多目的室Ｂ ５９０円  ９５０円 

   ホール １，１００円 １，７９０円 

   多目的スペース １時間

又はそ

の端数

ごとに

１，３１０円 ２，１００円 

   シャワー室 １人１

回（３

０分以

内） 

１４０円

   設備・器 映像 １時間又はその端数ごとに２，
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付 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

具 設備 ８００円以下の範囲内で規則で

定める額 

    音響

設備 

１時間又はその端数ごとに２，

８００円以下の範囲内で規則で

定める額 

    照明

設備 

１時間又はその端数ごとに１，

４００円以下の範囲内で規則で

定める額 

    舞台

設備 

１時間又はその端数ごとに２，

８００円以下の範囲内で規則で

定める額 

    その

他の

設備

・器

具 

１時間又はその端数ごとに１，

４００円以下の範囲内で規則で

定める額 

利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が必要があると認める場

合は、後納とすることができる。 
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北九州市立思永中学校温水プール使用料条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

平成３０年６月２２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第５１号

北九州市立思永中学校温水プール使用料条例の一部を改正する条

例

北九州市立思永中学校温水プール使用料条例（平成２０年北九州市条例第６

４号）の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表（第２条関係）

使用料 備考 

共 

用 

区分 一般 中学校の生徒 小学校の児童以下の

者 

使用時間が２時間

を超えた場合の使

用料は、２時間を

超える１時間又は

その端数ごとに規

定使用料の額の５

割（回数券又は定

期券で入場した者

については、個人

の規定使用料の額

の５割）に相当す

る額を加算する。 

７月及び

８月 

その他の

月 

７月及び

８月 

その他の

月 

７月及び

８月 

その他の

月 

 個人 １人１回

（２時間

以内） 

390円 600円 300円 370円 150円 180円 

 団 

体 

３０人以

上５０人

未満 

１人１回

（２時間

以内） 

350円 540円 270円 330円 130円 160円 

  ５０人以

上 

１人１回

（２時間

以内） 

310円 480円 240円 290円 120円 140円 

 回数券（１０

枚つづり） 

１人１回

（２時間

以内） 

3,120円 4,200円 2,400円 2,590円 1,200円 1,260円 

 定期券（１月

） 

１日１回

（２時間

以内） 

4,680円 7,200円 3,600円 4,440円 1,800円 2,160円 

専

用 

区分 ７月及び８月 その他の月  

平日 １時間又

はその端

数ごとに 

4,980円 7,870円  

 土曜日 

日曜日 

休日 

１時間又

はその端

数ごとに 

5,940円 9,880円  

付 則
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 （施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の北九州市立思永中学校温水プール使用料条例（以下「改正後の条

例」という。）別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という

。）以後に許可を受ける使用に係る使用料について適用し、施行日前に許可

を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

３ 前項の規定にかかわらず、施行日前に改正前の北九州市立思永中学校温水

プール使用料条例の規定に基づき発行された北九州市立思永中学校の温水プ

ールの回数券は、改正後の条例の規定に基づき発行されたものとみなす。
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北九州市学校施設使用料条例をここに公布する。

  平成３０年６月２２日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第５２号

北九州市学校施設使用料条例

 （趣旨）

第１条 この条例は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１３７条の規

定に基づき学校教育上支障のない範囲内で北九州市教育施設の設置及び管理

に関する条例（昭和４７年北九州市条例第８号）別表第１に規定する小学校

、中学校及び特別支援学校（次条において「学校」という。）の施設を社会

教育その他公共のために使用させる際の使用料について、必要な事項を定め

るものとする。

 （定義）

第２条 この条例において「学校施設」とは、学校の建物その他の工作物及び

土地（学校のために賃借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地

を使用する権利が設定されているものを含む。）のうち、次に掲げるものを

いう。

 （１） 体育館

 （２） 運動場

 （３） 武道場

 （４） 運動場に付属する照明設備

 （使用料）

第３条 市は、学校施設の使用につき、別表に定める使用料を徴収する。

２ 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは

、この限りでない。

 （使用料の減免等）

第４条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減免

し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

 （使用料の不返還）

第５条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事情があ

ると認めるときは、この限りでない。

（罰則）

第６条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収

を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超

えないときは、５万円とする。）以下の過料に処する。
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   付 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）

学校施設 使用料

体育館 ３０分又はその端数ごとに２００円 

運動場 ３０分又はその端数ごとに１００円

武道場 ３０分又はその端数ごとに１００円

運動場に付属する照明設備 ３０分又はその端数ごとに８００円
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 北九州市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

  平成３０年３月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第２５号 

北九州市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する 

規則 

 北九州市個人番号の利用に関する条例施行規則（平成２９年北九州市規則第 

５０号）の一部を次のように改正する。 

第１７条第１号エ及び第２号イ中「の配偶者」を「と同一の世帯に属するそ

の配偶者」に改める。 

   付 則 

 この規則は、平成３０年４月 1 日から施行する。 
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 北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事務及び情報

を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第２６号 

北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事 

務及び情報を定める規則の一部を改正する規則 

 北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事務及び情報 

を定める規則（平成２７年北九州市規則第５５号）の一部を次のように改正す 

る。 

第２８条第１号中「自立支援医療費」の次に「及び高額障害福祉サービス等

給付費（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令

（平成１８年政令第１０号）第４３条の５第６項に規定する場合に支給するも

のに限る。）」を加え、同条第３号イ中「（平成１８年政令第１０号）」を削

り、「第８号」を「第９号」に改め、同条第８号中「当該申請」を「当該届出

」に改め、同号を同条第９号とし、同条中第７号を第８号とし、第６号を第７

号とし、第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

（５） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７

６条の２第１項の高額障害福祉サービス等給付費（障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律施行令第４３条の５第６項に規定

する場合に支給するものに限る。）の支給の申請に係る事実についての審

査に関する事務 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属

するその配偶者に係る外国人生活保護関係情報 

第３０条の次に次の１条を加える。 

第３０条の２ 条例別表第２の３０の２の項の規則で定める事務は、次の各号

に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区

分に応じ当該各号に定める情報とする。 

（１） 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号

）第６条第１項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 

  当該申請に係る指定難病（難病の患者に対する医療等に関する法律第５

条第１項の指定難病をいう。以下この条において同じ。）の患者又は支給

認定基準世帯員（難病の患者に対する医療等に関する法律施行令（平成２

６年政令第３５８号）第１条第１項第２号イの支給認定基準世帯員をいう

。以下この条において同じ。）に係る外国人生活保護関係情報 

（２） 難病の患者に対する医療等に関する法律第１０条第２項の支給認定
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の変更の認定に関する事務 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支

給認定基準世帯員に係る外国人生活保護関係情報 

   付 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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北九州学術研究都市条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成３０年６月２１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第３６号

   北九州学術研究都市条例施行規則の一部を改正する規則

 北九州学術研究都市条例施行規則（平成１３年北九州市規則第１１号）の一

部を次のように改正する。

 第２条中「の全部並びに大字塩屋７３９番１、７３９番２及び７４０番の各

一部」を「及び１番２０１」に改める。

付 則

この規則は、北九州広域都市計画事業北九州学術・研究都市北部土地区画整

理事業の施行地区に係る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
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北九州市市税条例等の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則を

ここに公布する。

平成３０年６月２２日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第３７号

北九州市市税条例等の一部を改正する条例の一部の施行期日を定

める規則

北九州市市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年北九州市条例第３５

号）付則第１条第１０号に掲げる規定の施行期日は、この規則の公布の日とす

る。
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北九州市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成３０年６月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市規則第３８号

北九州市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則

北九州市消防団の組織等に関する規則（昭和４０年北九州市規則第９９号）

の一部を次のように改正する。

別表第１の若松消防団の第７分団の項中「の一部」を削り、「小敷ひびきの

二・三丁目、塩屋二・三丁目」を「小敷ひびきの一～三丁目、塩屋一～四丁目

」に改める。

付 則

この規則は、平成３０年６月２３日から施行する。ただし、別表第１の若松

消防団の第７分団の項の改正規定（「の一部」を削る部分に限る。）は、公布

の日から施行する。
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北九州市告示第３００号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、不動産又は不動産に関する権利等を保有する認可地縁団体から、次のとお

り告示事項の変更の届出があった。 

  平成３０年６月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  若松区第３８区青葉台自治会 

２ 認可地縁団体の名称の変更 

変更前後の別 団体の名称 

変更前 第３８区青葉台自治会 

変更後 若松区第３８区青葉台自治会 

３ 主たる事務所の変更 

変更前後の別 主たる事務所の所在地 

変更前 北九州市若松区青葉台西四丁目２番１号 

変更後 北九州市若松区青葉台西一丁目３番２号 

４ 変更年月日 

  平成３０年５月３１日 
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北九州市告示第３０１号

住居表示整備事業の実施に伴い、北九州広域都市計画を変更したので、次の

とおり告示し、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１４条第１項に規

定する図書を公衆の縦覧に供する。

平成３０年６月２２日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 都市計画の種類

地区計画

２ 都市計画の名称及び区域

名称 位置

北九州学術研究都市北

部地区地区計画 

北九州市若松区小敷ひびきの一丁目、小敷ひ

びきの二丁目、塩屋一丁目、塩屋二丁目、塩

屋三丁目、塩屋四丁目及びひびきの北並びに

八幡西区本城学研台二丁目及び本城学研台三

丁目地内 

３ 縦覧場所

  北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市建築都市局計画部都市計画課

４ 変更の期日

  平成３０年６月２３日
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北九州市公告第４２２号

北九州広域都市計画事業北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業の事業

計画を変更したので、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５５条

第１３項において準用する同条第９項の規定により、次のとおり公告する。

平成３０年６月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治

１ 土地区画整理事業の名称

  北九州広域都市計画事業北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業

２ 施行者の名称

  北九州市

３ 事務所の所在地

  北九州市八幡西区大浦二丁目１３番７号

４ 事業施行期間

  平成１４年４月１日から平成３５年３月まで（清算期間５年を含む。）

５ 施行地区

  北九州市若松区大字小敷、大字塩屋及び大字払川の各一部並びに八幡西区

大字本城の一部

６ 事業計画の決定の年月日

  平成１４年４月１日

７ 事業計画の変更の年月日

  平成３０年６月２２日
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北九州市公告第４２３号

北九州広域都市計画事業北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業の事業

計画を変更したので、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５５条

第１３項において準用する同条第１０項の規定により、これを次のとおり公衆

の縦覧に供する。

平成３０年６月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治

１ 縦覧場所

  北九州市八幡西区大浦二丁目１３番７号

  建築都市局まちづくり推進部学術・研究都市開発事務所

２ 縦覧時間

  日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号

）に規定する休日並びに１２月２９日から翌年の１月３日までの日を除く毎

日午前８時３０分から午後５時１５分まで
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北九州市公告第４２４号 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定によ

り、北九州広域都市計画事業北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業につ

いて換地処分をしたので、同条第４項の規定により公告する。 

平成３０年６月２２日 

                   北九州市長 北 橋 健 治   
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北九州市公告第４２６号 

 都市公園の位置及び区域の表示を変更するので、次のとおり公告する。 

平成３０年６月２２日 

                    北九州市長 北 橋 建 治   

１ 位置及び区域の表示を変更する都市公園の名称、位置及び区域 

２ 変更の期日 

  平成３０年６月２３日 

公園番号   名  称  新旧

の別

  位  置    区 域  

４７７２ 北九州市立小敷ひ

びきの公園 

新 北九州市若松区

小敷ひびきの一

丁目１３番 

北九州市若松区

小敷ひびきの一

丁目１３番の一

部 

旧 北九州市若松区

大字小敷 

北九州市若松区

大字小敷の一部

４７７３ 北九州市立ひびき

の北公園 

新 北九州市若松区

塩屋二丁目１８

番 

北九州市若松区

塩屋二丁目１８

番の一部 

旧 北九州市若松区

塩屋二丁目 

北九州市若松区

塩屋二丁目の一

部 

４７９６ 北九州市立塩屋四

丁目公園 

新 北九州市若松区

塩屋四丁目２６

番 

北九州市若松区

塩屋四丁目２６

番の全部 

旧 北九州市若松区

大字塩屋 

北九州市若松区

大字塩屋の一部
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北九州市公告第４２７号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市

契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第

４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    平成３０年６月２２日 

                                  北九州市長  北  橋  健  治   

１  調達内容 

 （１） 購入品目及び予定数量 

      白灯油（８月分） １６キロリットル 

 （２） 購入物品の特質等  仕様書に定めるとおり 

 （３） 履行期間 平成３０年８月１日から同月３１日まで 

 （４） 納入場所  

  ア 北九州市門司区新門司三丁目７９番地 新門司工場 

  イ 北九州市小倉北区西港町９６番地の２ 日明工場 

  ウ 北九州市八幡西区夕原町２番１号 皇后崎工場 

 （５） 今後納入が予定される数量及び入札公告時期 

  ア ３７キロリットル 平成３０年７月頃 

イ ３７キロリットル 平成３０年８月頃 

ウ ６０キロリットル 平成３０年９月頃 

エ ２６キロリットル 平成３０年１０月頃 

オ １８キロリットル 平成３０年１１月頃 

カ ４８キロリットル 平成３０年１２月頃 

キ ５０キロリットル 平成３１年１月頃 

 （６） 最初の契約に係る入札公告日 平成３０年２月９日 

（７） 入札方法  １キロリットル当たりの価格により行う。入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

なお、落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の

１００分の８に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とする。

 （８） 電子入札案件  この公告に係る入札は、原則として電子入札システ 

ムにより行う。 
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２  電子入札に関する事項 

 （１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く 

  。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。） 

  の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに 

 より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第１章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの

とする。 

 （２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの 

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注 

者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

 （３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４  競争入札参加資格審査の申請 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載 

 されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３ 

 －５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、平成３０ 

 年７月６日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格審査申請

を行わなければならない。 

５  入札手続等    

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

    ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 

  イ  日時  公告の日から平成３０年７月２４日まで（日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

を除く。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで 

143



（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 

北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードできる。た

だし、これにより難い場合は、前号アの場所において無償で交付する。 

   北九州市技術監理局契約部のホームページ 

   http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （３） 入札説明会 入札説明会は行わないものとする。 

 （４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体で提出し、競争参加資格の確認を受けなければならない

。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

    公告の日から平成３０年７月６日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前９時から午後４時３０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア） 提出期間 

          公告の日から平成３０年７月６日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４

時３０分まで 

   （イ） 提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ） 提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

 （５） 入札書の提出期限及び提出場所 

    入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾 

  を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 

        平成３０年７月１７日から同月２３日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月２４日午前９時か

ら午後２時まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 

        第１号アの場所に平成３０年７月２３日午後５時までに必着のこと。   
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 （６） 開札の場所及び日時 

    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  平成３０年７月２４日午後２時１０分 

６  その他   

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

 。ただし、契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免 

除する。 

  イ  契約保証金  契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

 （５） 契約書作成の要否  要 

 （６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

（７） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの 

である。 

 （８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

      北九州市技術監理局契約部契約課 

      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 

７ Summary  

（ 1 ）   Product and Quantity        
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Purchase of White Kerosene     

Forecasted Quantity : 16KL  

 （２） Deadline for the submission of tender  

For tenders via the electronic bidding system :     

2:00p.m., July 24,2018  

For tenders submitted by mail :     

5:00p.m., July 23,2018  

 （３） For further information,please contact:Contracts Division,    

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of Kitakyushu   
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北九州市公告第４２８号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市

契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第

４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    平成３０年６月２２日 

                                  北九州市長  北  橋  健  治   

１  調達内容 

 （１） 購入品目及び予定数量 

      軽油（軽油引取税免税・８月分） ３万７，３００リットル 

 （２） 購入物品の特質等  仕様書に定めるとおり 

 （３） 履行期間 平成３０年８月１日から同月３１日まで 

 （４） 納入場所  北九州市小倉北区浅野二丁目地先（藍島～小倉航路小倉

桟橋） こくら丸又は代船 

 （５） 今後納入が予定される数量及び入札公告時期 

  ア ３万１，７００リットル 平成３０年７月頃 

イ ３万１，８００リットル 平成３０年８月頃 

ウ ３万４，３００リットル 平成３０年９月頃 

エ ３万４，３００リットル 平成３０年１０月頃 

オ ３万９００リットル 平成３０年１１月頃 

カ ３万４，４００リットル 平成３０年１２月頃 

  キ ３万２，０００リットル 平成３１年１月頃 

 （６） 最初の契約に係る入札公告日 平成３０年２月９日 

（７） 入札方法  １リットル当たりの価格により行う。入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。 

なお、落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の

１００分の８に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とする。

 （８） 電子入札案件  この公告に係る入札は、原則として電子入札システ 

ムにより行う。 

２  電子入札に関する事項 

 （１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く 
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  。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。） 

  の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに 

 より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第１章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの

とする。 

 （２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの 

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注 

者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

 （３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４  競争入札参加資格審査の申請 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載 

 されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３ 

 －５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、平成３０ 

 年７月６日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格審査申請

を行わなければならない。 

５  入札手続等    

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

    ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 

  イ  日時  公告の日から平成３０年７月２４日まで（日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

を除く。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 

北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードできる。た

だし、これにより難い場合は、前号アの場所において無償で交付する。 
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   北九州市技術監理局契約部のホームページ 

   http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （３） 入札説明会 入札説明会は行わないものとする。 

 （４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体で提出し、競争参加資格の確認を受けなければならない

。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

    公告の日から平成３０年７月６日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前９時から午後４時３０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア） 提出期間 

          公告の日から平成３０年７月６日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４

時３０分まで 

   （イ） 提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ） 提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

 （５） 入札書の提出期限及び提出場所 

    入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾 

  を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 

        平成３０年７月１７日から同月２３日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月２４日午前９時か

ら午後２時まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 

        第１号アの場所に平成３０年７月２３日午後５時までに必着のこと。   

 （６） 開札の場所及び日時 

    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  平成３０年７月２４日午後２時１０分 

149



６  その他   

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

 。ただし、契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免 

除する。 

  イ  契約保証金  契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

 （５） 契約書作成の要否  要 

 （６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

（７） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの 

である。 

 （８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

      北九州市技術監理局契約部契約課 

      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 

７ Summary  

（ 1 ）   Product and Quantity        

Purchase of Gas oil      

Forecasted Quantity : 37,300L  

 （２） Deadline for the submission of tender  
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For tenders via the electronic bidding system :     

2:00p.m., July 24,2018  

For tenders submitted by mail :     

5:00p.m., July 23,2018  

 （３） For further information,please contact:Contracts Division,    

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of Kitakyushu   
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北九州市消防局訓令第５号

                             庁中一般

北九州市消防署組織規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

  平成３０年６月２２日

    北九州市消防長 土 田 久 好  

   北九州市消防署組織規程等の一部を改正する訓令

（北九州市消防署組織規程の一部改正） 

第１条 北九州市消防署組織規程（昭和６１年北九州市消防局訓令第１号）の

一部を次のように改正する。 

別表中 

北九州市若松消防署島郷分署 北九州市若松区鴨生田二丁目３番１

号

北九州市若松消防署島郷分署 北九州市若松区鴨生田二丁目３番１

号

北九州市若松消防署ひびきの

分署 

北九州市若松区ひびきの北９番５号

改める。

（北九州市警防規程の一部改正）

第２条 北九州市警防規程（昭和５５年北九州市消防局訓令第４号）の一部を

次のように改正する。

別表第３の４ 若松消防署警防部隊大隊の編成の項を次のように改める。

  ４ 若松消防署警防部隊大隊の編成

             若松消防署指揮隊

若松消防署第一警防小隊

        若松消防署第二警防小隊

第一大隊  若松消防署救急隊

第二大隊        若松消防署島郷分署警防小隊

   第三大隊        若松消防署島郷分署救急隊

               若松消防署ひびきの分署警防小隊

若松消防署ひびきの分署救急隊

               若松消防署藤ノ木分署警防小隊

  別表第３の６ 八幡西消防署警防部隊大隊の編成の項を次のように改める

 。

「

を

「

」

に

」
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  ６ 八幡西消防署警防部隊大隊の編成

             八幡西消防署西部方面指揮隊

八幡西消防署第一警防小隊

        八幡西消防署第二警防小隊

八幡西消防署救急隊

        八幡西消防署折尾分署警防小隊

   第一大隊        八幡西消防署折尾分署救急隊

   第二大隊        八幡西消防署楠橋分署警防小隊

第三大隊 八幡西消防署楠橋分署救急隊

               八幡西消防署黒崎分署警防小隊

               八幡西消防署黒崎分署特殊車隊

               八幡西消防署黒崎分署救急隊

               八幡西消防署上津役分署警防小隊

               八幡西消防署上津役分署救急隊

（北九州市救急業務規程の一部改正）

第３条 北九州市救急業務規程（平成元年北九州市消防局訓令第３号）の一部

を次のように改正する。

 別表の若松消防署の項中

若松第一救急隊    若松救急隊  

若松第二救急隊  を  島郷救急隊  

島郷救急隊    ひびきの救急隊  

改める。 

付 則 

この訓令は、平成３０年７月１日から施行する。

「 「

」」

に
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正誤表 

年 号 頁 訂正箇所 正 誤 

平成３０年 ４２１８ ２８ 上から２８行目 第１条 第１項 
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